
第

二

千

七

百

七

号

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て

い
る
区
域
の
指
定
解
除

(

環
境
管
理
課)

八
二
一
ペ
ー
ジ

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

区
域
の
指
定

(

同

)

八
二
一

○
有
害
図
書
類
の
指
定

(

私
学
振
興
・
青
少
年
課)

八
二
二

○
岐
阜
県
旅
館
業
法
施
行
条
例
に
基
づ
く
施
設
の
指
定

(

生
活
衛
生
課)

八
二
二

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

八
三
八

企

業

告

示

○
岐
阜
県
公
営
企
業
出
納
取
扱
金
融
機
関
の
指
定

(

水
道
企
業
課)

八
三
八

公

示

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

保
健
医
療
課)
八
三
九

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

(

同

)
八
三
九

○
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
及
び
駐
車
監
視
員
資
格
同
等
認
定
審
査
の

実
施

(

交
通
指
導
課)

八
三
九

告

示

岐
阜
県
告
示
第
七
百
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域

(

以
下

｢

要
措
置
区
域｣

と
い
う
。)

の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
を
解
除
す
る
要
措
置
区
域

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域(

関
市
小
屋
名
字
上
中
島

四
一
八
番
一
、
四
二
〇
番
一
、
四
二
一
番
、
四
二
一
番
二
、
四
九
八
番
一
、
四
九
八
番
三
及
び
五
〇

七
番
一
の
各
一
部)

の
全
部

二

指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
名
称

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

三

当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
土
壌
汚
染
対
策
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
示
措

置
等不

溶
化(

不
溶
化
埋
め
戻
し)

岐
阜
県
告
示
第
七
百
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域(
以
下｢

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域｣

と
い
う
。)

を
指
定
す
る
。
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岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日



雑
誌

種
類

チ
ャ
ン
プ
ロ
ー
ド

図
書
類
の
題
名

2016.
１
月
号

月
日
号
等

㈱
笠
倉
出
版
社

発
行
所
､
制
作
者
名

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

関
市
小
屋
名
字
上
中
島
四
二
〇
番
一
、
四
二
一
番
、
四
二
一
番
二
、
四
九
〇
番
、
四
九
一
番
二
、

四
九
八
番
一
、
四
九
八
番
三
及
び
五
〇
七
番
一
の
各
一
部

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号)

第
四
十
七
条
の
土
壌
溶
出

量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

岐
阜
県
告
示
第
七
百
七
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
図
書
類

２
指
定
年
月
日

平
成
27年
12月
15日

３
指
定
理
由

著
し
く
犯
罪
又
は
自
殺
を
誘
発
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
七
百
八
号

岐
阜
県
旅
館
業
法
施
行
条
例(

昭
和
二
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
十
五
号)

第
二
条
第
一
項
第
三
号
の

規
定
に
よ
り
同
号
の
施
設
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
平

成
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

な
お
、
岐
阜
県
旅
館
業
法
施
行
条
例
に
基
づ
く
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
四
年
岐
阜

県
告
示
第
百
七
十
六
号)

は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

公
民
館
施
設

社
会
教
育
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号)

第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
公
民
館
及
び
同
法

第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
民
館
に
類
似
す
る
施
設

二

青
少
年
の
教
育
又
は
福
祉
に
関
す
る
施
設

�
職
業
能
力
開
発
促
進
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号)

第
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

�
学
校
教
育
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校

(

専
門
課
程
の
み
を
置
く
も
の
を
除
く
。)

及
び
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学

校
�
児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
相

談
所

�
都
市
公
園
法

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
公
園

(

緑
地
を
除
く
。)

�
へ
き
地
保
育
所
設
置
要
綱(

昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
発
児
第
七
十
六
号)

第
二
に
規
定
す
る
へ

き
地
保
育
所

�
別
表
一
に
掲
げ
る
施
設

三

体
育
施
設

別
表
二
に
掲
げ
る
施
設

別
表
一

施

設

名

所

在

地

大
垣
市
子
育
て
交
流
プ
ラ
ザ

大
垣
市
郭
町
二
丁
目
六
番
地

大
垣
市
か
み
い
し
づ
緑
の
村
公
園

大
垣
市
上
石
津
町
上
多
良
前
ヶ
瀬
入
会
一
番
地
一

大
垣
市
子
育
て
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

大
垣
市
外
花
六
丁
目
四
五
番
地

尾
崎
城
公
園

高
山
市
丹
生
川
町
町
方
一
六
一
〇
番
地
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グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
ひ
ろ
野

高
山
市
丹
生
川
町
細
越
七
一
三
番
地

見
学
の
丘

高
山
市
丹
生
川
町
北
方
二
六
四
〇
番
地
二

み
は
ら
し
広
場

高
山
市
丹
生
川
町
北
方
一
三
一
五
番
地
二

桜
づ
つ
み
公
園

高
山
市
清
見
町
三
日
町
三
一
八
番
地
二

大
谷
し
だ
れ
桜
公
園

高
山
市
清
見
町
大
谷
三
七
九
番
地

北
野
農
村
公
園

高
山
市
荘
川
町
惣
則
二
一
番
地
一

く
る
ま
ー
と
六
厩
公
園

高
山
市
荘
川
町
六
厩
一
五
八
番
地
三

荘
川
桜
公
園

高
山
市
荘
川
町
中
野
七
七
〇
番
地
一

臥
龍
公
園

高
山
市
一
之
宮
町
二
七
五
番
地
一

一
之
宮
ふ
れ
あ
い
広
場

高
山
市
一
之
宮
町
二
二
四
番
地
四

み
ず
な
し
ゆ
う
あ
い
広
場

高
山
市
一
之
宮
町
一
一
九
五
番
地
二

分
水
嶺
公
園

高
山
市
一
之
宮
町
七
八
四
六
番
地
一

位
山
遊
び
の
散
歩
道

高
山
市
一
之
宮
町
七
八
四
七
番
地
一

位
山
ス
ポ
ー
ツ
広
場

高
山
市
一
之
宮
町
七
八
四
七
番
地
一

位
山
さ
く
ら
の
森

高
山
市
一
之
宮
町
七
八
四
七
番
地
一

一
之
宮
駅
前
広
場

高
山
市
一
之
宮
町
三
四
三
番
地
七

御
旅
公
園

高
山
市
一
之
宮
町
六
〇
四
番
地
一

桃
源
郷
公
園

高
山
市
久
々
野
町
大
西
四
九
二
番
地

美
女
街
道
展
望
広
場

高
山
市
久
々
野
町
大
西
九
三
七
番
地
二

あ
ら
ら
ぎ
公
園

高
山
市
久
々
野
町
無
数
河
三
六
二
五
番
地
一

久
々
野
ふ
る
さ
と
公
園

高
山
市
久
々
野
町
無
数
河
二
〇
五
番
地

女
男
滝
公
園

高
山
市
久
々
野
町
渚
一
〇
六
八
番
地
一

飛
騨
川
河
川
公
園

高
山
市
久
々
野
町
久
須
母
五
二
五
番
地

す
ず
ら
ん
公
園

高
山
市
朝
日
町
甲
一
五
三
番
地
一

諏
訪
の
森

高
山
市
朝
日
町
上
ケ
見
四
二
三
番
地
八

あ
さ
ひ
ふ
る
さ
と
の
森

高
山
市
朝
日
町
小
瀬
ケ
洞
七
三
七
番
地
二

美
女
高
原
公
園

高
山
市
朝
日
町
見
座
一
三
五
八
番
地
一

美
人
岩
公
園

高
山
市
高
根
町
上
ケ
洞
七
四
番
地
六

た
か
ね
ふ
れ
あ
い
広
場

高
山
市
高
根
町
上
ケ
洞
三
四
〇
番
地

宇
津
江
二
・
三
区
農
村
公
園

高
山
市
国
府
町
宇
津
江
二
二
九
〇
番
地
五

宇
津
江
農
村
公
園

高
山
市
国
府
町
宇
津
江
五
二
二
番
地
三

三
川
農
村
公
園

高
山
市
国
府
町
三
川
五
一
四
番
地
一

村
山
農
村
公
園

高
山
市
国
府
町
村
山
六
二
六
番
地
一

三
日
町
農
村
公
園

高
山
市
国
府
町
三
日
町
二
二
二
番
地

桜
野
公
園

高
山
市
国
府
町
広
瀬
町
五
一
〇
番
地
一

鍋
平
園
地

高
山
市
奥
飛�
温
泉
郷
神
坂
七
〇
七
番
地
四
一

た
か
ら
流
路
工
河
川
公
園

高
山
市
奥
飛�
温
泉
郷
栃
尾
三
二
四
番
地
一
六

五
味
原
ふ
る
さ
と
公
園

高
山
市
丹
生
川
町
折
敷
地
三
一
三
四
番
地
一

南
姫
児
童
遊
園

多
治
見
市
姫
町
一
丁
目
一
番
地

大
畑
児
童
遊
園

多
治
見
市
大
畑
町
一
丁
目
一
五
六
番
地
の
一

幸
町
ち
び
っ
こ
広
場

多
治
見
市
幸
町
四
丁
目
四
四
番
地
の
二

多
治
見
市
三
の
倉
市
民
の
里

多
治
見
市
三
の
倉
町
猪
場
三
七
番
地

関
市
立
中
池
自
然
の
家

関
市
塔
ノ
洞
三
八
八
五
番
地
一

洞
戸
中
央
児
童
遊
園

関
市
洞
戸
市
場
八
六
四
番
地
一

子
ど
も
広
場

関
市
板
取
二
三
四
〇
番
地
一
九

八
幡
公
園

関
市
武
芸
川
町
八
幡
八
二
八
番
地
一

中
川
原
公
園

関
市
武
芸
川
町
谷
口
二
三
七
二
番
地

一
色
公
園

関
市
武
芸
川
町
宇
多
院
一
二
三
番
地
三

お
た
し
ろ
ち
び
っ
こ
広
場

関
市
武
芸
川
町
宇
多
院
一
三
一
四
番
地
二

大
森
子
ど
も
ち
び
っ
こ
広
場

関
市
武
芸
川
町
高
野
一
二
七
番
地
一

中
央
公
園

関
市
武
芸
川
町
小
知
野
七
七
九
番
地
一

中
野
方
町
八
区
ち
び
っ
子
広
場

恵
那
市
中
野
方
町
三
六
〇
〇
番
地

大
将
陣
児
童
公
園

恵
那
市
岩
村
町
九
七
八
番
地

常
盤
子
ど
も
公
園

恵
那
市
明
智
町
一
二
五
七
番
地
三

千
畳
敷
子
ど
も
遊
園

恵
那
市
明
智
町
七
八
〇
番
地
一

横
道
子
ど
も
遊
園

恵
那
市
上
矢
作
町
一
五
六
五
番
地
一

小
田
子
子
ど
も
遊
園

恵
那
市
上
矢
作
町
小
田
子
五
二
五
番
地
三

美
濃
加
茂
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

美
濃
加
茂
市
太
田
町
三
四
二
五
番
地
一

太
田
交
流
セ
ン
タ
ー

美
濃
加
茂
市
太
田
本
町
二
丁
目
七
番
一
二
号

上
古
井
交
流
セ
ン
タ
ー

美
濃
加
茂
市
本
郷
町
八
丁
目
八
番
四
八
号

下
古
井
交
流
セ
ン
タ
ー

美
濃
加
茂
市
島
町
一
丁
目
三
番
七
号

山
之
上
交
流
セ
ン
タ
ー

美
濃
加
茂
市
山
之
上
町
三
四
五
七
番
地
一
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蜂
屋
交
流
セ
ン
タ
ー

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
上
蜂
屋
三
六
三
七
番
地

加
茂
野
交
流
セ
ン
タ
ー

美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
今
泉
一
五
四
六
番
地
四

伊
深
交
流
セ
ン
タ
ー

美
濃
加
茂
市
伊
深
町
九
〇
九
番
地

三
和
交
流
セ
ン
タ
ー

美
濃
加
茂
市
三
和
町
川
浦
二
五
六
五
番
地

下
米
田
交
流
セ
ン
タ
ー

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
則
光
一
八
二
番
地

牧
野
交
流
セ
ン
タ
ー

美
濃
加
茂
市
牧
野
一
九
四
一
番
地
一

土
岐
市
総
合
活
動
セ
ン
タ
ー

土
岐
市
泉
町
定
林
寺
九
五
九
番
地
七

土
岐
市
立
土
岐
津
児
童
館

土
岐
市
土
岐
津
町
高
山
四
一
二
番
地
の
二

土
岐
市
立
妻
木
児
童
館

土
岐
市
妻
木
町
一
八
八
七
番
地
の
一

土
岐
市
立
駄
知
児
童
セ
ン
タ
ー

土
岐
市
駄
知
町
二
〇
二
四
番
地
の
七

土
岐
市
立
肥
田
児
童
セ
ン
タ
ー

土
岐
市
肥
田
町
肥
田
二
〇
九
六
番
地
の
一

土
岐
市
立
泉
児
童
館

土
岐
市
泉
神
栄
町
一
丁
目
七
四
番
地

西
部
児
童
セ
ン
タ
ー

土
岐
市
下
石
町
一
〇
六
〇
番
地

陶
史
の
森

土
岐
市
肥
田
町
肥
田
一
一
六
番
地
の
一
五

土
岐
市
三
国
山
キ
ャ
ン
プ
場

土
岐
市
鶴
里
町
柿
野
三
五
一
二
番
地
の
四

西
組
第
一
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
各
務
西
町
四
丁
目
二
一
二
番
地

長
塚
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
那
加
長
塚
町
一
丁
目
一
九
一
番
地

大
野
東
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
大
野
町
四
丁
目
一
〇
二
番
地

小
佐
野
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
小
佐
野
町
五
丁
目
一
六
五
番
地

下
中
屋
北
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
下
中
屋
町
一
丁
目
六
八
番
地
、
六
九
番
地

下
中
屋
南
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
下
中
屋
町
二
丁
目
二
〇
七
番
地

成
清
北
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
成
清
町
三
丁
目
二
二
九
番
地
、
二
三
二
番
地

神
置
東
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
神
置
町
四
丁
目
一
四
番
地

上
戸
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
上
戸
町
四
丁
目
五
〇
番
地
、
五
一
番
地
、
五

二
番
地

上
中
屋
東
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
上
中
屋
町
三
丁
目
一
六
〇
番
地
、
一
六
一
番

地

大
野
町
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
大
野
町
二
丁
目
二
二
番
地

北
島
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
前
渡
東
町
八
丁
目
六
九
八
番
地
、
六
九
九
番

地
、
七
〇
〇
番
地
、
七
〇
一
番
地
、
七
〇
二
番
地

両
内
野
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
前
渡
東
町
六
丁
目
二
二
番
地
一

山
脇
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
山
脇
町
五
丁
目
一
三
八
番
地
一
、
一
三
九
番

地
一

大
伊
木
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
鵜
沼
伊
木
山
一
四
九
六
番
地

南
町
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
鵜
沼
南
町
一
丁
目
六
一
番
地
、
六
二
番
地
、

一
一
一
番
地
、
一
一
二
番
地

西
町
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
鵜
沼
西
町
一
丁
目
一
三
六
番
地

羽
場
第
三
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
鵜
沼
羽
場
町
七
丁
目
一
〇
七
番
地
一

山
崎
町
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
鵜
沼
山
崎
町
一
丁
目
一
〇
八
番
地

小
伊
木
町
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
鵜
沼
小
伊
木
町
一
丁
目
一
〇
二
番
地

三
ッ
池
南
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
鵜
沼
三
ツ
池
町
六
丁
目
一
九
番
地
二

各
務
原
西
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町
二
丁
目
三
〇
番
地

三
ッ
池
南
第
二
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
鵜
沼
三
ツ
池
町
六
丁
目
二
二
八
番
地
一

宮
代
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
宮
代
町
二
丁
目
一
〇
九
番
地

大
島
東
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
大
島
町
六
丁
目
九
七
番
地

大
島
西
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
大
島
町
一
丁
目
一
八
番
地
一

吉
野
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
吉
野
町
二
丁
目
一
六
番
地

中
組
第
三
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
七
丁
目
一
八
八
番
地

須
衛
第
二
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
須
衛
町
五
丁
目
二
九
一
番
地
二

須
衛
第
三
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
須
衛
町
七
丁
目
二
八
番
地

船
山
西
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
各
務
船
山
町
一
丁
目
二
七
番
地
三
、
二
八
番

地
三

三
柿
野
東
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
三
柿
野
町
字
村
裏
二
九
八
番
地
一
八
五

各
務
原
勤
労
者
屋
外
活
動
施
設
い
こ
い

の
広
場
伊
木
の
森

各
務
原
市
鵜
沼
字
伊
木
山
一
四
九
二
番
地
一

各
務
原
市
少
年
自
然
の
家

各
務
原
市
鵜
沼
小
伊
木
町
四
丁
目
二
一
三
番
地

桐
野
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
那
加
桐
野
町
六
丁
目
三
二

琴
が
丘
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
那
加
琴
ヶ
丘
町
三
丁
目
一
〇
六

岩
地
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
那
加
土
山
町
二
丁
目
一
〇
八

新
加
納
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
那
加
新
加
納
町
二
二
二
五
番
地

前
洞
新
町
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
那
加
前
洞
新
町
三
丁
目
九
八
番
地
一

東
亜
町
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
那
加
東
亜
町
一
〇
〇
番
地
二
、
一
〇
一
番
地
、
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一
〇
二
番
地
二

東
那
加
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
那
加
東
那
加
町
二
七
番
地
一

北
洞
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
那
加
北
洞
町
一
丁
目
二
三
三
番
地

北
洞
南
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
那
加
北
洞
町
一
丁
目
四
三
六
番
地
一

前
渡
西
町
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
前
渡
西
町
四
三
五
番
地
二

長
平
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
前
渡
東
町
一
丁
目
七
五
番
地
、
八
三
番
地
、

八
五
番
地
、
八
六
番
地

下
切
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
下
切
町
八
三
七
番
地

前
渡
西
三
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
前
渡
西
町
七
二
七
番
地
一
、
七
二
七
番
地
三

前
渡
西
六
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
前
渡
西
町
六
丁
目
三
四
番
地

両
内
野
第
二
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
前
渡
東
町
八
丁
目
二
九
五
番
地
、
二
九
六
番

地

神
置
西
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
神
置
町
三
丁
目
三
二
七
、
三
二
八
番
地

大
佐
野
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
大
佐
野
町
一
丁
目
二
二
四
番
地

大
野
町
中
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
大
野
町
三
丁
目
七
八
、
八
一
番
地

成
清
町
南
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
成
清
町
七
丁
目
五
三
、
五
四
番
地
二

上
中
屋
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
上
中
屋
町
一
丁
目
二
二
七
、
二
三
一
番
地

東
組
北
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
各
務
東
町
六
丁
目
一
四
三
番
地
二
、
一
四
三

番
地
三

須
衛
北
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
須
衛
町
二
丁
目
三
三
二
番
地
一
、
三
八
四
番

地
、
三
八
五
番
地

山
の
前
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
各
務
山
の
前
町
四
丁
目
一
九
八
番
地

お
が
せ
第
一
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
一
丁
目
一
七
九
番
地
二
、
三

丁
目
三
番
地
三
、
三
〇
番
地
三

船
山
東
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
各
務
船
山
町
三
丁
目
一
五
七

川
崎
北
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
鵜
沼
川
崎
町
二
丁
目
一
三
一
番
地
一

三
ツ
池
西
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
鵜
沼
三
ツ
池
町
二
丁
目
三
六
番
地
一

飛
鳥
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
飛
鳥
町
二
丁
目
一
番
地
一
三
Ｃ
、
一
番

地
一
五

外
山
町
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
外
山
町
二
丁
目
四
七
番
地

申
子
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
申
子
町
二
丁
目
四
一
番
地

持
田
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
持
田
町
二
丁
目
二
〇
二
番
地

島
崎
町
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
島
崎
町
四
丁
目
七
七
番
地

伊
吹
南
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
伊
吹
町
三
丁
目
七
四
番
地
一

月
丘
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
月
丘
町
四
丁
目
一
七
番
地
二
、
二
四
番

地
一

緑
町
第
一
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
緑
町
一
丁
目
二
七
番
地

希
望
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
希
望
町
二
丁
目
六
番
地

柿
沢
北
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
柿
沢
町
三
丁
目
一
番
地
二
一

村
雨
希
望
町
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
村
雨
町
二
丁
目
四
二
番
地
四

緑
町
第
二
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
緑
町
二
丁
目
二
三
番
地
一

古
市
場
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
古
市
場
町
三
丁
目
一
一
番
地
一

琴
が
丘｢

花｣

子
ど
も
広
場

各
務
原
市
那
加
琴
ヶ
丘
町
一
丁
目
七
一
番
地

小
網
町
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
川
島
小
網
町
字
前
河
原
二
一
四
六
番
地
一
三

七

川
島
笠
田
町
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
川
島
笠
田
町
字
村
前
一
九
番
地
二
、
二
六
番

地
一
、
二
九
番
地
一
、
三
二
番
地
一
、
三
三
番
地
一
、

三
七
番
地
二
、
三
八
番
地
、
三
九
番
地
、
四
〇
番
地
一

大
伊
木
中
央
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
鵜
沼
大
伊
木
町
五
丁
目
一
五
四
番
、
一
五
七

番

大
伊
木
中
央
南
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
鵜
沼
大
伊
木
町
五
丁
目
一
八
六
番

羽
場
中
央
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
鵜
沼
羽
場
町
二
丁
目
一
七
三
番
、
一
八
二
番

北
山
町
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
川
島
北
山
町
九
五
五
番
地

前
野
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
那
加
前
野
町
四
丁
目
八
三
番

須
衛
の
桜
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
須
衛
町
一
丁
目
一
一
四
番
地

大
島
南
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
蘇
原
大
島
町
二
丁
目
九
七
番
地

三
井
町
子
ど
も
広
場

各
務
原
市
三
井
町
二
丁
目
一
七
二
番
地
の
一
部

東
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
青
年
館

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日
町
三
丁
目
一
六
三
番
地
二

生
命
の
森

各
務
原
市
鵜
沼
朝
日
町
一
丁
目
九
一
番
地
一
、
九
一
番

地
四

苺
池
公
園

各
務
原
市
松
が
丘
四
丁
目
七
九
番
地
、
八
〇
番
地
、
八

一
番
地
、
八
二
番
地
、
八
三
番
地
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上
田
東

各
務
原
市
鵜
沼
西
町
一
丁
目
九
四
〇
番
地

鵜
沼
南
町
河
川
敷
公
園

各
務
原
市
鵜
沼
南
町
四
丁
目
一
四
四
番
地
か
ら
二
五
二

番
地

鵜
沼
東
町
小
緑
地

各
務
原
市
鵜
沼
東
町
七
丁
目
六
六
番
地
四

尾
崎
南
運
動
広
場

各
務
原
市
尾
崎
西
町
四
丁
目
五

尾
崎
北
町
運
動
広
場

各
務
原
市
尾
崎
北
町
三
丁
目
一
二
三
番
地
四

お
が
せ
池
東
広
場

各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
七
丁
目
一
八
八

各
務
東
町
西
公
園

各
務
原
市
各
務
東
町
五
丁
目
七
三
番
地
三

各
務
原
町
小

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町
五
丁
目
一
三
七
番
地
五

清
住
第
一
公
園

各
務
原
市
蘇
原
清
住
町
一
丁
目
二
四
番
地

木
戸
公
園

各
務
原
市
各
務
東
町
二
丁
目
二
八
二
番
地
、
二
八
三
番

地

幸
町
緑
地

各
務
原
市
那
加
幸
町
二
二
六
番
地

各
務
原
市
民
運
動
公
園

各
務
原
市
三
井
東
町
二
丁
目
四
番
地
、
五
番
地
、
六
番

地
、
七
番
地
、
八
番
地
、
九
番
地
、
一
〇
番
地
、
一
三

番
地
、
一
九
番
地
、
四
二
番
地
、
四
五
番
地
、
四
六
番

地
、
四
七
番
地
、
五
二
番
地
一
、
五
三
番
地
、
五
四
番

地
、
五
八
番
地
、
五
九
番
地
、
六
〇
番
地
、
六
一
番
地
、

六
二
番
地
、
六
三
番
地
、
六
四
番
地
一
、
六
四
番
地
二
、

六
五
番
地
、
六
六
番
地
、
六
七
番
地
、
六
八
番
地
、
六

九
番
地
、
七
〇
番
地
、
七
一
番
地
、
八
七
番
地
、
八
八

番
地
、
那
加
大
東
町
一
〇
六
番
地
、
一
〇
七
番
地
、
一

〇
八
番
地
、
一
〇
九
番
地
、
一
一
〇
番
地
、
一
一
一
番

地
、
一
一
二
番
地
一
、
一
一
三
番
地
一
、
一
一
四
番
地
、

一
一
五
番
地
、
一
二
二
番
地
、
一
二
三
番
地
、
一
二
四

番
地

植
物
園

各
務
原
市
那
加
門
前
町
、
那
加
雲
雀
町

羽
場
町
六
丁
目
小
公
園

各
務
原
市
鵜
沼
羽
場
町
六
丁
目
二
七
四
番
地
八

不
動
丘
小
緑
地

各
務
原
市
那
加
不
動
丘
町
二
丁
目
二
二
番
地
四

松
本
第
一
広
場

各
務
原
市
松
本
町
二
丁
目
四
六
二
番
地

松
本
第
二
広
場

各
務
原
市
松
本
町
二
丁
目
四
六
七
番
地
一

万
葉
公
園

各
務
原
市
那
加
雲
雀
町
一
五
番
地

三
ツ
池
憩
い
の
緑
地

各
務
原
市
鵜
沼
三
ツ
池
町
六
丁
目
二
三
〇
番
地
二

三
ツ
池
集
い
の
広
場

各
務
原
市
鵜
沼
三
ツ
池
町
六
丁
目
八
七
番
地
、
八
八
番

地
一
、
八
八
番
地
五
、
九
一
番
地
一
、
九
一
番
地
二

松
が
丘
七
丁
目
小
緑
地

各
務
原
市
松
が
丘
七
丁
目
九
四
番
地
一

申
子
町
一
丁
目
小
緑
地

各
務
原
市
蘇
原
申
子
町
一
丁
目
二
一
番
地
九

下
切
町
九
丁
目
小
緑
地

各
務
原
市
下
切
町
九
丁
目
四
三
番
地
一

神
置

各
務
原
市
神
置
町
四
丁
目
一
九
六

伊
勢
山
公
園

各
務
原
市
川
島
松
倉
町
二
三
五
三
番
地
七
七

緑
町
二
号
公
園

各
務
原
市
川
島
緑
町
一
丁
目
四
六
番
地

公
園
緑
地(

開
発
九
―
一)

各
務
原
市
川
島
松
倉
町
二
二
八
三
番
地
八

公
園
緑
地(

開
発
九
―
二)

各
務
原
市
川
島
松
倉
町
二
二
八
三
番
地
一
九
、
二
三
七

二
番
地
五

公
園
緑
地(

開
発
四
〇)

各
務
原
市
川
島
松
倉
町
二
九
〇
番
地
四

公
園
緑
地(

開
発
四
七)

各
務
原
市
川
島
松
倉
町
二
二
五
二
番
地
二
五

公
園
緑
地(

開
発
六
一)

各
務
原
市
川
島
松
倉
町
二
二
三
九
番
地
九

公
園
緑
地(

開
発
六
九)

各
務
原
市
川
島
松
倉
町
二
二
〇
二
番
地
二
六

鵜
沼
古
市
場
町
小
緑
地

各
務
原
市
鵜
沼
古
市
場
町
四
丁
目
一
六
七
番
地
六

六
軒
町
四
丁
目
小
緑
地
Ａ

各
務
原
市
蘇
原
六
軒
町
四
丁
目
一
〇
番
地
四
二

六
軒
町
四
丁
目
小
緑
地
Ｂ

各
務
原
市
蘇
原
六
軒
町
四
丁
目
一
〇
番
地
四
五

六
軒
町
四
丁
目
小
緑
地
Ｃ

各
務
原
市
蘇
原
六
軒
町
四
丁
目
一
〇
番
地
四
九

蘇
原
三
柿
野
町
小
緑
地

各
務
原
市
蘇
原
三
柿
野
町
字
堀
内
九
七
〇
番
地
一
〇
五

花
園
町
四
丁
目
小
緑
地

各
務
原
市
蘇
原
花
園
町
四
丁
目
六
一
番
地
八

各
務
原
町
四
丁
目
小
緑
地

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町
四
丁
目
二
三
一
番
地
一
九

羽
場
町
八
丁
目

各
務
原
市
鵜
沼
羽
場
町
八
丁
目
一
一
三
番
地
一
一

上
中
屋
広
場

各
務
原
市
上
中
屋
町
五
丁
目
一
六
一
番
地

各
務
原
大
橋
交
流
広
場

各
務
原
市
上
中
屋
町
一
六
五
八
番
地

小
網
広
場

各
務
原
市
川
島
小
網
町
一
九
〇
〇
番
地
二
五

西
光
坊
二
丁
目

各
務
原
市
川
島
河
田
町
三
丁
目
四
番
地

河
田
町

各
務
原
市
川
島
河
田
町
一
三
五
五
番
地
一

ふ
れ
あ
い
広
場
公
園

可
児
市
兼
山
七
一
三
番
地
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山
県
市
天
王
児
童
公
園

山
県
市
高
富
一
四
五
二
番
地
二

山
県
市
本
町
一
丁
目
児
童
公
園

山
県
市
高
富
一
二
七
四
番
地
二

山
県
市
東
野
台
児
童
公
園

山
県
市
東
深
瀬
二
四
四
四
番
地
一
〇
五

山
県
市
北
町
児
童
公
園

山
県
市
高
富
一
六
五
三
番
地
一

山
県
市
み
ん
な
の
げ
ん
き
広
場

山
県
市
高
木
一
〇
一
〇
番
地
一

山
県
市
赤
尾
ふ
れ
あ
い
公
園

山
県
市
赤
尾
一
二
〇
番
地

山
県
市
鏡
岩
公
園

山
県
市
高
富
六
九
七
番
地
一

山
県
市
石
田
川
公
園

山
県
市
高
富
四
五
〇
番
地
一

山
県
市
椎
倉
東
山
公
園

山
県
市
椎
倉
八
〇
三
番
地
一

山
県
市
伊
田
洞
公
園

山
県
市
西
深
瀬
一
三
九
四
番
地

山
県
市
双
葉
台
児
童
公
園

山
県
市
高
富
二
六
四
一
番
地
一
九

山
県
市
高
木
子
ど
も
公
園

山
県
市
高
木
七
〇
四
番
地
四

山
県
市
星
ヶ
丘
児
童
公
園

山
県
市
高
富
三
〇
三
〇
番
地
一
五

山
県
市
梅
原
あ
お
ぞ
ら
公
園

山
県
市
梅
原
三
〇
七
九
番
地

山
県
市
山
王
ふ
れ
あ
い
公
園

山
県
市
掛
三
五
一
番
地
一
六

山
県
市
せ
せ
ら
ぎ
公
園

山
県
市
大
門
八
五
〇
番
地
二

山
県
市
大
門
小
公
園

山
県
市
大
門
九
一
二
番
地
二

山
県
市
大
門
古
墳
公
園

山
県
市
大
門
九
五
六
番
地
三

山
県
市
乳
児
の
森
公
園

山
県
市
葛
原
二
七
二
三
番
地
二

山
県
市
ふ
れ
あ
い
広
場

山
県
市
出
戸
二
三
五
番
地
一

山
県
市
美
山
桔
梗
公
園

山
県
市
中
洞
四
〇
四
番
地
四

山
県
市
ニ
ュ
ー
双
葉
台
公
園

山
県
市
高
富
二
八
一
七
番
地
三
七

山
県
市
下
新
川
河
川
公
園

右
岸

山
県
市
佐
賀
一
六
六
番
地
四
地
先
か
ら
山
県
市

佐
賀
二
八
番
地
五
地
先
ま
で

左
岸

山
県
市
佐
賀
二
五
五
番
地
四
地
先
か
ら
山
県
市

佐
賀
二
七
番
地
一
地
先
ま
で

山
県
市
こ
う
が
い
け
公
園

山
県
市
東
深
瀬
八
六
〇
番
地

山
県
市
四
国
山
香
り
の
森
公
園

山
県
市
大
桑
七
六
五
番
地

山
県
市
仲
町
な
か
よ
し
公
園

山
県
市
高
富
一
四
七
四
番
地

山
県
市
共
和
町
い
こ
い
広
場

山
県
市
佐
賀
五
〇
番
地

山
県
市
伊
自
良
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
す
い

山
県
市
平
井
七
一
七
番
地
七

げ
ん

山
県
市
上
願
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク

山
県
市
上
願
一
五
〇
番
地
二
二

山
県
市
ハ
リ
ヨ
公
園

山
県
市
大
森
二
〇
二
番
地

山
県
市
お
お
が
健
康
広
場

山
県
市
大
桑
一
四
二
番
地

山
県
市
さ
く
ら
公
園

山
県
市
伊
佐
美
八
三
九
番
地

山
県
市
に
し
む
げ
公
園

山
県
市
岩
佐
二
八
二
番
地
一

山
県
市
扇
町
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク

山
県
市
高
木
七
〇
九
番
地
二
八

山
県
市
佐
賀
南
山
公
園

山
県
市
佐
賀
五
六
七
番
地
一

別
府
駅
北
大
共
跡

瑞
穂
市
別
府
八
九
番
地
一
、
九
八
番
地
七
、
一
〇
一
番

地
四

元
警
部
補
派
出
所

瑞
穂
市
別
府
四
二
二
番
地
一
、
四
二
九
番
地
四

伯
母
塚
団
地

瑞
穂
市
祖
父
江
四
六
番
地
五
三

重
里
八
幡
神
社
西

瑞
穂
市
重
里
六
一
五
番
地

居
倉
公
民
館
北

瑞
穂
市
居
倉
三
〇
〇
番
地

森
天
神
神
社
北

瑞
穂
市
森
一
四
一
番
地
二

田
之
上
北
神
社
北

瑞
穂
市
田
之
上
三
四
番
地

田
之
上
新
月
公
民
館
南

瑞
穂
市
田
之
上
五
五
五
番
地

宮
田
南
宮
神
社
北

瑞
穂
市
宮
田
一
五
六
番
地
一

市
営
住
宅
児
童
公
園

瑞
穂
市
美
江
寺
二
一
六
番
地
一

十
七
条
若
宮
神
社
南

瑞
穂
市
十
七
条
一
八
番
地
一

十
七
条
荒
川
公
民
館
南

瑞
穂
市
十
七
条
一
〇
〇
〇
番
地

横
屋
字
中
吹
児
童
公
園

瑞
穂
市
横
屋
一
九
〇
番
地

本
田
町
裏
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク(

北)

瑞
穂
市
本
田
二
七
三
番
地
四

本
田
町
裏
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク(

南)

瑞
穂
市
本
田
二
七
三
番
地
一

只
越
花
と
緑
の
公
園

瑞
穂
市
只
越
一
二
三
三
番
地
、
一
二
三
六
番
地
一
、
一

二
三
六
番
地
二
、
一
二
三
九
番
地
六

牛
牧
野
畑
セ
ン
ト
ラ
ル
ガ
ー
デ
ン

瑞
穂
市
牛
牧
一
五
七
一
番
地
九

本
田
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

瑞
穂
市
本
田
八
一
七
番
地
二
四
、
八
一
七
番
地
三
六
、

八
二
一
番
地
一

樫
ノ
木
台
東

瑞
穂
市
本
田
二
一
五
二
番
地
五
一
、
二
一
五
二
番
地
五

九
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樫
ノ
木
台
中
央

瑞
穂
市
本
田
二
二
〇
一
番
地
二
四

樫
ノ
木
台
西

瑞
穂
市
本
田
二
二
〇
一
番
地
六
三

十
九
条
ガ
ー
デ
ン
穂
積

瑞
穂
市
十
九
条
二
一
〇
番
地
四
二

下
牛
牧
八
幡
神
社
西

瑞
穂
市
牛
牧
一
八
六
番
地
一
、
一
八
七
番
地

宝
江
道
場
南

瑞
穂
市
宝
江
四
七
〇
番
地

重
里
北
犀
川
橋
東

瑞
穂
市
重
里
一
九
二
一
番
地

居
倉
分
譲
地
内

瑞
穂
市
居
倉
一
三
九
番
地
一
八

森
区
公
民
館
西

瑞
穂
市
森
一
一
二
五
番
地
二

十
七
条
分
譲
地
内

瑞
穂
市
十
七
条
六
八
三
番
地
四
二

只
越
緑
地

瑞
穂
市
只
越
一
二
九
六
番
地
二
三

呂
久
中
ノ
町

瑞
穂
市
呂
久
二
五
〇
番
地
一
四

横
屋
大
跡
公
園

瑞
穂
市
横
屋
三
六
番
地
九

生
津
西
川
原
児
童
遊
園

瑞
穂
市
生
津
八
〇
八
番
地
六
五

桂
上
子
ど
も
遊
園

飛�
市
河
合
町
稲
越
二
〇
七
番
地
一

花
の
木
子
ど
も
遊
園

飛�
市
河
合
町
稲
越
七
七
九
番
地
一

大
谷
子
ど
も
遊
園

飛�
市
河
合
町
大
谷
五
一
〇
番
地
三

角
川
子
ど
も
遊
園

飛�
市
河
合
町
角
川
一
一
〇
三
番
地
二
〇

宮
城
町
公
園

飛�
市
古
川
町
宮
城
町
四
〇
六
番
地

末
広
町
公
園

飛�
市
古
川
町
末
広
町
二
番
七
号

御
幣
枠
公
園

飛�
市
古
川
町
三
之
町
三
番
二
四
号

や
な
ぎ
公
園

飛�
市
神
岡
町
船
津
二
〇
九
六
番
地
一

館
野
公
園

飛�
市
神
岡
町
館
野
町
九
番
地
四

釜
崎
公
園

飛�
市
神
岡
町
東
雲
一
二
一
二
番
地
七

森
下
公
園

飛�
市
神
岡
町
殿
五
三
八
番
地
一

広
洞
公
園

飛�
市
神
岡
町
東
町
六
一
八
番
地
三
一

白
山
公
園

飛�
市
神
岡
町
東
町
九
五
七
番
地
八

下
今
公
園

飛�
市
神
岡
町
船
津
一
二
六
一
番
地
二

上
今
公
園

飛�
市
神
岡
町
船
津
七
〇
番
地
四

さ
く
ら
公
園

飛�
市
神
岡
町
殿
一
二
〇
四
番
地
一

最
茶
奈
名
水
公
園

本
巣
市
金
原
中
屋
敷
二
八
〇
番
地
二

ほ
た
る
公
園

本
巣
市
曽
井
中
島
一
一
一
七
番
地
八
地
先

下
福
島
公
園

本
巣
市
下
福
島
三
七
番
地
一

本
郷
公
園

本
巣
市
上
真
桑
三
二
九
番
地

溝
口
公
園

本
巣
市
政
田
二
〇
二
五
番
地
二

八
ツ
又
公
園

本
巣
市
上
真
桑
一
九
九
〇
番
地
一
一

十
四
条
公
園

本
巣
市
十
四
条
八
五
九
番
地
一

神
明
公
園

本
巣
市
下
真
桑
六
七
五
番
地
四

大
塚
古
墳
公
園

本
巣
市
宗
慶
三
八
四
番
地
一

真
桑
み
ど
り
公
園

本
巣
市
上
真
桑
一
六
三
六
番
地
一

上
高
屋
公
園

本
巣
市
上
高
屋
一
〇
四
九
番
地
一

席
田
き
く
公
園

本
巣
市
仏
生
寺
五
五
〇
番
地
一

土
貴
野
ば
ら
公
園

本
巣
市
七
五
三
六
九
七
番
地
一

一
色
ほ
た
る
公
園

本
巣
市
見
延
一
三
五
九
番
地
二

天
神
堂
子
ど
も
広
場

本
巣
市
根
尾
天
神
堂
四
六
番
地
三

平
野
子
ど
も
広
場

本
巣
市
根
尾
平
野
二
一
番
地

門
脇
子
ど
も
広
場

本
巣
市
根
尾
門
脇
一
六
六
番
地

根
尾
谷
断
層
公
園

本
巣
市
根
尾
水
鳥
五
八
三
番
地
一

淡
墨
公
園

本
巣
市
根
尾
板
所
一
〇
〇
〇
番
地

長
島
子
ど
も
公
園

本
巣
市
根
尾
長
島
二
三
三
番
地
一

中
子
ど
も
広
場

本
巣
市
根
尾
中
九
二
番
地

東
板
屋
子
ど
も
広
場

本
巣
市
根
尾
東
板
屋
六
四
八
番
地
一

奥
谷
子
ど
も
広
場

本
巣
市
根
尾
奥
谷
一
三
四
番
地

能
郷
子
ど
も
広
場

本
巣
市
根
尾
能
郷
二
六
六
番
地
一

根
尾
川
さ
く
ら
公
園

本
巣
市
屋
井
一
一
〇
〇
番
地
一

春
近
親
水
公
園

本
巣
市
春
近
一
七
七
番
地
一

さ
い
が
わ
公
園

本
巣
市
軽
海
六
八
六
番
地

浅
木
公
園

本
巣
市
浅
木
四
五
番
地
一

石
神
公
園

本
巣
市
石
神
七
〇
七
番
地
一
四

席
田
北
部
公
園

本
巣
市
郡
府
五
一
番
地
一

文
殊
の
森
公
園

本
巣
市
文
殊
一
番
地
一
六

湯
ノ
古
公
園

本
巣
市
外
山
一
一
七
二
番
地

高
鷲
鮎
走
公
園

郡
上
市
高
鷲
町
鮎
立
二
七
三
三
番
地
一
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高
鷲
向
鷲
見
公
園

郡
上
市
高
鷲
町
大
鷲
二
四
四
二
番
地
一

郡
上
八
幡
小
瀬
子
水
辺
公
園

郡
上
市
八
幡
町
瀬
取
二
四
一
番
地

郡
上
八
幡
市
島
親
水
公
園

郡
上
市
八
幡
町
市
島
二
四
二
九
番
地
一

城
南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
広
場

郡
上
市
八
幡
町
城
南
町
二
九
七
番
地
一
七

大
和
奥
長
良
ウ
イ
ン
ド
パ
ー
ク

郡
上
市
大
和
町
徳
永
六
三
四
番
地

大
和
藤
巻
公
園

郡
上
市
大
和
町
万
場
八
三
七
番
地

那
留
山
村
広
場

郡
上
市
白
鳥
町
那
留
一
四
九
八
番
地
一
一
九

六
ノ
里
山
村
広
場

郡
上
市
白
鳥
町
六
ノ
里
一
二
七
一
番
地
一

阿
多
岐
農
村
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
阿
多
岐
一
八
六
九
番
地
三

上
野
ふ
れ
あ
い
と
憩
の
広
場
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
大
島
一
八
〇
六
番
地

北
濃
駅
前
ふ
れ
あ
い
と
憩
の
広
場
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
歩
岐
島
一
四
六
番
地
八

貴
船
の
森
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
野
添
七
二
四
番
地

二
日
町
延
年
の
森
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
二
日
町
一
五
七
六
番
地
一
〇
五

高
平
延
年
の
森
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
二
日
町
一
四
九
〇
番
地
一

石
徹
白
高
原
ふ
る
さ
と
の
森

郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
第
一
四
三
号
一
五
番
地

白
鳥
ふ
れ
あ
い
広
場
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
一
五
八
番
地
一

為
真
ふ
れ
あ
い
と
憩
の
広
場
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
為
真
一
一
八
七
番
地
二

大
杉
ふ
れ
あ
い
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
第
一
六
〇
号
一
番
地
五

中
西
高
架
下
ふ
れ
あ
い
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
中
西
七
三
一
番
地
一

栄
町
ふ
れ
あ
い
広
場
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
一
五
八
番
地
一

黒
古
ふ
れ
あ
い
と
憩
の
広
場
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
為
真
一
四
九
番
地
二
九

大
中
ふ
れ
あ
い
と
憩
の
広
場
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
中
津
屋
四
七
〇
番
地

白
鳥
宮
森
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
八
八
四
番
地

西
坂
た
め
池
農
村
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
中
西
一
〇
七
九
番
地
二

向
小
駄
良
番
所
跡
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
向
小
駄
良
二
〇
〇
番
地
一

高
鷲
中
ノ
島
公
園

郡
上
市
高
鷲
町
大
鷲
二
〇
四
一
番
地
一

ひ
る
が
の
分
水
嶺
公
園

郡
上
市
高
鷲
町
ひ
る
が
の
四
六
七
一
番
地
一
二
三
一

美
並
丸
山
公
園

郡
上
市
美
並
町
白
山
四
六
〇
番
地
一

美
並
ミ
ニ
パ
ー
ク
下
田
の
渡
し

郡
上
市
美
並
町
上
田
四
五
三
番
地
二

め
い
ほ
う
高
原
音
楽
の
森

郡
上
市
明
宝
奥
住
三
四
三
九
番
地
四

郡
上
市
合
併
記
念
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
為
真
二
〇
六
二
番
地
一

郡
上
八
幡
青
少
年
セ
ン
タ
ー

郡
上
市
八
幡
町
小
野
八
丁
目
五
番
地
二

白
鳥
泉
町
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
一
九
〇
番
地
九

曽
部
地
川
治
水
公
園

郡
上
市
白
鳥
町
為
真
一
二
四
五
番
地
一

下
呂
市
位
山
自
然
の
家

下
呂
市
萩
原
町
山
之
口
一
〇
三
四
番
地

桜
谷
公
園

下
呂
市
萩
原
町
桜
洞
一
四
七
〇
番
地
四

中
川
原
キ
ャ
ン
プ
場

下
呂
市
小
坂
町
落
合
一
九
六
五
番
地

金
廻
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
金
廻
三
一
八
番
地

帆
引
新
田
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
帆
引
新
田
八
一
一
番
地

本
町
１
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
高
須
町
九
三
二
番
地

深
浜
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
深
浜
五
二
番
地

五
町
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
五
町
一
〇
六
番
地
一

草
場
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
草
場
七
番
地

日
原
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
日
原
二
六
八
番
地

立
野
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
立
野
三
五
八
番
地

本
町
２
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
高
須
町
七
八
六
番
地

下
内
記
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
内
記
三
三
八
番
地

梶
屋
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
稲
山
八
〇
四
番
地

萱
野
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
萱
野
九
六
番
地

石
亀
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
石
亀
八
四
番
地

本
阿
弥
新
田
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
本
阿
弥
新
田
三
八
番
地

大
和
田
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
大
和
田
二
四
四
六
番
地

角
山
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
福
江
一
〇
九
二
番
地

大
崎
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
福
江
一
四
七
四
番
地

瀬
古
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
瀬
古
一
六
〇
番
地

七
右
衛
門
新
田
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
七
右
衛
門
新
田
一
七
八
五
番
地

鹿
野
一
色
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
鹿
野
一
色
九
九
六
番
地

森
下
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
森
下
一
三
六
番
地

外
浜
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
海
津
町
外
浜
一
二
二
番
地

成
戸
ち
び
っ
子
広
場

海
津
市
海
津
町
成
戸
二
〇
〇
八
番
地

殿
町
ち
び
っ
子
広
場

海
津
市
海
津
町
高
須
町
三
九
〇
番
地
二

東
小
島
ち
び
っ
子
広
場

海
津
市
海
津
町
東
小
島
一
八
四
番
地
二
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鹿
野
中
ち
び
っ
子
広
場

海
津
市
海
津
町
鹿
野
一
二
三
番
地
一

馬
目
ち
び
っ
子
広
場

海
津
市
海
津
町
馬
目
一
五
七
番
地

蛇
池
ち
び
っ
子
広
場

海
津
市
平
田
町
蛇
池
一
四
二
番
地

三
郷
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
平
田
町
三
郷
一
二
五
八
番
地
一

高
田
２
ち
び
っ
こ
広
場

海
津
市
平
田
町
高
田
一
〇
〇
七
番
地

船
町
青
少
年
セ
ン
タ
ー

海
津
市
平
田
町
今
尾
二
三
一
六
番
地

野
寺
駐
輪
場
公
園

海
津
市
平
田
町
野
寺
一
二
六
一
番
地

市
神
遊
園
地

海
津
市
南
濃
町
駒
野
六
二
七
番
地

羽
沢
ち
び
っ
子
広
場

海
津
市
南
濃
町
羽
沢
五
三
一
番
地
一

羽
根
谷
公
園

海
津
市
南
濃
町
羽
沢
無
番
地

平
田
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

海
津
市
平
田
町
今
尾
四
四
一
番
地
一

徳
田
五
番
地
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
徳
田
八
丁
目
一
三
九
番
地

徳
田
芝
原
苑
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
徳
田
九
丁
目
一
八
〇
番
地

下
徳
田
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
徳
田
八
丁
目
一
八
〇
番
地

石
原
瀬
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ー
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
徳
田
字
石
原
瀬
一
五
四
七
番
地
一

徳
田
中
央
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
徳
田
六
丁
目
一
二
七
番
地

大
山
神
社
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
八
丁
目
一
三
八
番
地

諏
訪
神
社
公
園
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
三
丁
目
四
六
番
地

常
楽
寺
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
二
丁
目
一
四
番
地

三
宅
須
賀
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
三
宅
一
丁
目
一
〇
四
番
地

三
宅
南
屋
敷
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
三
宅
七
丁
目
九
五
番
地

伏
屋
第
三
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
四
丁
目
一
九
九
番
地

若
宮
地
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
若
宮
地
三
丁
目
三
五
番
地

野
中
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
野
中
三
丁
目
一
四
〇
番
地

三
宅
本
郷
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
三
宅
五
丁
目
一
八
五
番
地
、
一
八
六
番

地

平
島
西
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
平
島
六
丁
目
七
四
番
地

伏
屋
諏
訪
神
社
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
三
丁
目
三
二
番
地
、
三
五
番
地

川
手
畑
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
下
印
食
一
丁
目
一
三
九
番
地
一

薬
師
寺
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
薬
師
寺
四
丁
目
三
番
地
、
五
番
地

上
印
食
北
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
上
印
食
二
丁
目
一
九
番
地

伏
屋
中
央
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
五
丁
目
一
四
五
番
地

八
剣
北
公
園

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
北
二
丁
目
一
四
六
番
地
、
一
四
七

番
地

上
印
食
中
運
動
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
上
印
食
四
丁
目
四
六
番
地

わ
ん
ぱ
く
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
野
中
八
丁
目
七
三
番
地
一

中
野
子
ど
も
遊
園
地

羽
島
郡
笠
松
町
中
野
字
村
北
一
七
三
番
地
、
一
七
四
番

地

白
鬚
神
社
境
内
遊
園
地

羽
島
郡
笠
松
町
円
城
寺
字
川
通
一
四
五
一
番
地
一

松
栄
町
地
内
遊
園
地

羽
島
郡
笠
松
町
松
栄
町
七
地
先

笠
松
町
福
祉
会
館

羽
島
郡
笠
松
町
東
陽
町
四
四
番
地
一

真
教
寺
境
内
遊
園
地

羽
島
郡
笠
松
町
上
新
町
一
四
五
番
地
、
一
四
六
番
地
、

一
四
七
番
地
、
一
四
八
番
地

中
新
子
ど
も
遊
園
地

羽
島
郡
笠
松
町
中
新
町
二
九
番
地

八
幡
神
社
境
内
遊
園
地

羽
島
郡
笠
松
町
八
幡
町
一
一
七
番
地

穴
太
部
神
社
境
内
遊
園
地

羽
島
郡
笠
松
町
門
前
町
六
五
番
地
、
六
六
番
地
、
上
柳

川
町
八
八
番
地
、
八
九
番
地

秋
津
神
社
境
内
遊
園
地

羽
島
郡
笠
松
町
長
池
字
宮
代
五
八
番
地
二

神
明
神
社
境
内
遊
園
地

羽
島
郡
笠
松
町
門
間
字
東
出
三
六
八
番
地

春
日
神
社
境
内
遊
園
地

羽
島
郡
笠
松
町
門
間
字
村
中
一
四
八
八
番
地
、
一
四
八

九
番
地
、
一
四
九
〇
番
地
、
一
四
九
一
番
地

笠
松
町
運
動
公
園

羽
島
郡
笠
松
町
北
及
字
高
坪
一
六
五
五
番
地
一

児
神
社
境
内
遊
園
地

羽
島
郡
笠
松
町
北
及
字
村
西
一
〇
九
九
番
地
、
一
一
〇

〇
番
地

桜
町
広
場

羽
島
郡
笠
松
町
桜
町
九
三
番
地

門
間
神
明
神
社
境
内
遊
園
地

羽
島
郡
笠
松
町
門
間
字
村
前
一
八
八
二
番
地

円
城
寺
神
明
神
社
境
内
遊
園
地

羽
島
郡
笠
松
町
円
城
寺
一
四
五
一
番
地
一

円
城
寺
子
ど
も
遊
園
地

羽
島
郡
笠
松
町
円
城
寺
二
六
〇
一
番
地

笠
松
町
総
合
会
館

羽
島
郡
笠
松
町
中
野
二
二
九
番
地

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
養
老

養
老
郡
養
老
町
石
畑
一
五
六
〇
番
地
五

養
老
町
児
童
館

養
老
郡
養
老
町
三
神
町
三
四
五
番
地

養
老
町
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

養
老
郡
養
老
町
高
田
七
八
九
番
地
二
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大
領
神
社
子
ど
も
遊
園
地

不
破
郡
垂
井
町
宮
代
七
六
五
番
地
一

表
佐
子
ど
も
遊
園
地

不
破
郡
垂
井
町
表
佐
一
五
〇
二
番
地
二

笹
原
子
ど
も
遊
園
地

不
破
郡
垂
井
町
一
九
五
八
番
地
一

南
長
畑
子
ど
も
遊
園
地

不
破
郡
垂
井
町
岩
手
七
七
三
番
地

表
佐
福
寿
子
ど
も
遊
園
地

不
破
郡
垂
井
町
表
佐
二
二
二
〇
番
地
四

綾
戸
第
七
子
ど
も
遊
園
地

不
破
郡
垂
井
町
綾
戸
九
六
七
番
地
二
九

綾
戸
第
八
子
ど
も
遊
園
地

不
破
郡
垂
井
町
綾
戸
九
六
七
番
地
三
〇

む
つ
み
子
ど
も
遊
園
地

不
破
郡
垂
井
町
表
佐
二
一
一
四
番
地
三

不
破
中
子
ど
も
遊
園
地

不
破
郡
垂
井
町
二
四
二
一
番
地
一

綾
戸
第
五
子
ど
も
遊
園
地

不
破
郡
垂
井
町
綾
戸
九
〇
三
番
地
一

東
森
下
子
ど
も
遊
園
地

不
破
郡
垂
井
町
宮
代
一
〇
五
一
番
地
九

西
駒
引
子
ど
も
遊
園
地

不
破
郡
垂
井
町
二
一
〇
〇
番
地
一
九
一

松
尾
児
童
公
園

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
松
尾
二
一
番
地
三

陣
場
野
公
園

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
関
ケ
原
九
五
九
番
地
二

十
連
坊
子
ど
も
遊
園

安
八
郡
輪
之
内
町
楡
俣
一
六
九
八
番
地
四

大
榑
子
ど
も
遊
園

安
八
郡
輪
之
内
町
下
大
榑
六
四
四
番
地

古
宮
子
ど
も
遊
園

安
八
郡
輪
之
内
町
塩
喰
六
三
一
番
地

浜
里
青
少
年
会
館

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
脛
永
一
二
一
五
番
地
四
六

房
島
子
ど
も
遊
園

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
房
島
堤
塘
無
番
地

脛
永
子
ど
も
遊
園

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
脛
永
一
二
一
五
番
地
四
五

上
野
子
ど
も
遊
園

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
野
八
五
八
番
地

上
東
野
子
ど
も
遊
園

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
東
野
三
一
九
番
地
一

和
田
区
子
ど
も
遊
園

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
和
田
二
八
二
番
地
一

小
谷
子
ど
も
遊
園

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小
谷
三
四
番
地
二

香
六
青
少
年
会
館

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
香
六
五
四
三
番
地

大
野
町
民
宿
泊
研
修
所

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野
二
二
六
四
番
地
六
一

東
町
子
ど
も
遊
園

揖
斐
郡
池
田
町
六
之
井
八
五
六
番
地
四

池
田
の
森
公
園

揖
斐
郡
池
田
町
藤
代
一
〇
四
六
番
地
一
九

霞
間
ヶ
渓
さ
く
ら
会
館

揖
斐
郡
池
田
町
鎌
ヶ
谷
一
〇
五
〇
番
地
一

白
鳥
ふ
れ
あ
い
広
場

揖
斐
郡
池
田
町
白
鳥
二
二
一
番
地

ハ
リ
ヨ
池
公
園

揖
斐
郡
池
田
町
八
幡
一
九
三
四
番
地
一

片
山
南
児
童
公
園

揖
斐
郡
池
田
町
片
山
一
六
四
六
番
地
一

願
成
寺
公
園

揖
斐
郡
池
田
町
願
成
寺
二
六
七
番
地
一
二
、
二
七
九
番

地
五
、
二
七
九
番
地
九

栄
町
公
園

揖
斐
郡
池
田
町
池
野
七
二
六
番
地
四

加
茂
子
ど
も
遊
園

本
巣
郡
北
方
町
加
茂
糸
貫
川
通
六
二
〇
番
地
二

加
茂
西
子
ど
も
遊
園

本
巣
郡
北
方
町
加
茂
五
八
二
番
地
一

俵
町
子
ど
も
遊
園

本
巣
郡
北
方
町
北
方
二
二
六
一
番
地
五

一
本
松
子
ど
も
遊
園

本
巣
郡
北
方
町
一
本
松
一
丁
目
三
八
番
地

芝
原
西
町
子
ど
も
遊
園

本
巣
郡
北
方
町
芝
原
西
町
一
丁
目
一
四
番
地

東
加
茂
子
ど
も
遊
園

本
巣
郡
北
方
町
加
茂
三
〇
三
番
地

梅
野
町
戸
羽
町
子
ど
も
遊
園

本
巣
郡
北
方
町
北
方
一
八
七
八
番
地
五

北
方
東
子
ど
も
遊
園

本
巣
郡
北
方
町
北
方
三
三
〇
番
地
一
四

黒
定
町
子
ど
も
遊
園

本
巣
郡
北
方
町
芝
原
中
町
六
丁
目
二
五
番
地
一
二

西
公
民
館
児
童
公
園

加
茂
郡
富
加
町
大
山
八
四
九
番
地

川
小
牧
児
童
公
園

加
茂
郡
富
加
町
加
治
田
二
五
五
〇
番
地
一

高
畑
児
童
公
園

加
茂
郡
富
加
町
高
畑
六
二
三
番
地
二

栃
洞
児
童
公
園

加
茂
郡
富
加
町
治
田
一
三
五
〇
番
地
一

南
公
民
館
児
童
公
園

加
茂
郡
富
加
町
羽
生
一
四
四
六
番
地
一

東
公
民
館
児
童
公
園

加
茂
郡
富
加
町
加
治
田
七
五
五
番
地
一

駅
前
広
場

加
茂
郡
富
加
町
羽
生
一
七
〇
八
番
地
三

富
加
町
子
育
て
支
援
拠
点
施
設

加
茂
郡
富
加
町
加
治
田
三
五
〇
番
地

川
辺
町
大
谷
公
園

加
茂
郡
川
辺
町
中
川
辺
一
七
三
二
番
地

駅
前
児
童
公
園

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
二
三
三
一
番
地
一

八
百
津
町
福
祉
セ
ン
タ
ー

加
茂
郡
八
百
津
町
八
百
津
三
八
三
六
番
地
三

道
の
駅

清
流
白
川
ク
オ
ー
レ
の
里

ア
ウ
ト
ド
ア
エ
リ
ア

加
茂
郡
白
川
町
和
泉
一
八
一
番
地
一

道
の
駅

清
流
白
川
ク
オ
ー
レ
の
里

ワ
ク
ワ
ク
公
園
エ
リ
ア

加
茂
郡
白
川
町
和
泉
九
七
番
地
一

道
の
駅

清
流
白
川
ク
オ
ー
レ
の
里

笹
平
高
原
エ
リ
ア

加
茂
郡
白
川
町
三
川
三
七
五
〇
番
地
一

せ
せ
ら
ぎ
の
里

美
濃
白
川
ふ
る
さ
と

加
茂
郡
白
川
町
下
佐
見
三
六
七
二
番
地
九
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体
験
村

綱
木
グ
ラ
ン
ド

可
児
郡
御
嵩
町
上
之
郷
七
一
一
二
番
地
一

長
岡
ち
び
っ
こ
広
場

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
八
七
番
地
二
、
八
七
番
地
三
、
八

七
番
地
四

板
良
児
童
広
場

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
八
一
八
番
地
一

向
陽
台
児
童
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
九
五
二
番
地
四
六

若
松
町
児
童
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
一
五
八
〇
番
地
一

愛
宕
町
ち
び
っ
こ
広
場

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
一
一
四
六
番
地
一

南
山
台
東
中
央
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
一
八
二
二
番
地
六
九
六

南
山
台
東
ジ
ャ
ン
ボ
西
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
一
八
二
二
番
地
七
〇
九

南
山
台
東
ジ
ャ
ン
ボ
東
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
一
八
二
二
番
地
七
一
九

南
山
台
東
第
３
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
一
八
二
九
番
地
二

南
山
台
東
第
４
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
一
八
二
二
番
地
七
二
二

南
山
台
西
Ａ
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
二
一
九
二
番
地
五
一
九

南
山
台
西
Ｂ
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
二
一
九
二
番
地
五
一
七

赤
坂
児
童
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
二
八
六
三
番
地
七
三

南
町
ち
び
っ
こ
広
場

可
児
郡
御
嵩
町
中
二
一
七
七
番
地
、
二
一
七
八
番
地

愚
渓
町
児
童
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
中
二
一
〇
六
番
地
一
〇

大
庭
台
第
１
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
中
二
六
七
八
番
地
一
三
七

大
庭
台
第
２
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
中
一
六
五
七
番
地
二
〇

大
庭
台
第
３
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
中
一
六
六
九
番
地
五
〇

西
田
中
央
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
中
八
一
二
番
地
七
五

西
田
北
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
中
七
三
六
番
地
三
三

古
屋
敷
北
町
民
広
場

可
児
郡
御
嵩
町
古
屋
敷
七
八
四
番
地
五

稲
荷
台
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
比
衣
五
六
〇
番
地
一
二
四

洞
ち
び
っ
こ
広
場

可
児
郡
御
嵩
町
比
衣
九
八
五
番
地

若
宮
町
二
子
ど
も
広
場

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
一
〇
一
〇
番
地
一

大
久
後
ち
び
っ
こ
広
場

可
児
郡
御
嵩
町
大
久
後
七
九
四
八
番
地
二
九

津
橋
ち
び
っ
こ
広
場

可
児
郡
御
嵩
町
津
橋
三
七
七
八
番
地
一
、
三
七
八
二
番

地
一
、
三
七
八
二
番
地
二
、
三
七
八
二
番
地
三
、
三
七

八
二
番
地
四
、
三
七
八
二
番
地
五
、
三
七
八
二
番
地
六
、

三
七
八
二
番
地
七
、
三
七
八
二
番
地
八
、
三
七
八
二
番

地
九
、
三
七
八
二
番
地
一
〇
、
三
七
八
二
番
地
一
一
、

三
七
八
二
番
地
一
二
、
三
七
八
二
番
地
一
三

送
木
児
童
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
二
三
九
〇
番
地
三

十
日
市
場
ち
び
っ
こ
広
場

可
児
郡
御
嵩
町
中
二
三
三
五
番
地
一

新
木
野
児
童
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
中
一
二
一
五
番
地

顔
戸
南
児
童
公
園

可
児
郡
御
嵩
町
顔
戸
七
二
〇
番
地
二

新
町
ち
び
っ
こ
広
場

可
児
郡
御
嵩
町
上
恵
土
五
五
番
地
八
三

別
表
二

施

設

名

所

在

地

大
垣
市
南
公
園
運
動
場

大
垣
市
禾
森
町
六
丁
目
一
四
六
八
番
地
四

総
合
体
育
館

大
垣
市
加
賀
野
四
丁
目
六
二
番
地

野
外
活
動
セ
ン
タ
ー

大
垣
市
青
墓
町
九
八
二
番
地

大
垣
市
民
プ
ー
ル

大
垣
市
新
田
町
一
丁
目
一
番
地

北
部
体
育
館

大
垣
市
楽
田
町
八
丁
目
一
番
地
一

大
垣
市
武
道
館

大
垣
市
米
野
町
二
丁
目
一
番
地
一

上
石
津
青
少
年
グ
ラ
ウ
ン
ド

大
垣
市
上
石
津
町
上
原
一
三
六
〇
番
地

上
石
津
庭
球
場

大
垣
市
上
石
津
町
牧
田
一
九
九
八
番
地

上
石
津
総
合
体
育
館

大
垣
市
上
石
津
町
牧
田
一
九
九
五
番
地

上
石
津
ふ
れ
あ
い
グ
ラ
ウ
ン
ド

大
垣
市
上
石
津
町
牧
田
二
〇
六
三
番
地

墨
俣
庭
球
場

大
垣
市
墨
俣
町
上
宿
五
七
二
番
地
一

高
山
西
ス
ポ
ー
ツ
・
地
域
交
流
会
館

高
山
市
岡
本
町
三
丁
目
五
番
地
一

大
八
グ
ラ
ウ
ン
ド

高
山
市
漆
垣
内
町
一
五
〇
〇
番
地
一

南
部
グ
ラ
ウ
ン
ド

高
山
市
石
浦
町
六
丁
目
二
八
二
番
地

丹
生
川
体
育
館

高
山
市
丹
生
川
町
町
方
一
五
〇
〇
番
地

丹
生
川
運
動
公
園
グ
ラ
ウ
ン
ド

高
山
市
丹
生
川
町
大
萱
八
四
番
地
一

清
見
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
体
育
館

高
山
市
清
見
町
三
日
町
二
五
四
番
地
一

清
見
グ
ラ
ウ
ン
ド

高
山
市
清
見
町
三
日
町
二
五
四
番
地
八

清
見
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル

高
山
市
清
見
町
三
日
町
二
五
四
番
地
一

荘
川
体
育
館

高
山
市
荘
川
町
黒
谷
一
〇
〇
番
地

久
々
野
体
育
館

高
山
市
久
々
野
町
無
数
河
八
一
八
番
地
一
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久
々
野
総
合
運
動
公
園
グ
ラ
ウ
ン
ド

高
山
市
久
々
野
町
久
々
野
一
四
六
一
番
地
一

国
府
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
体
育
館

高
山
市
国
府
町
広
瀬
町
二
五
六
七
番
地
一

国
府
グ
ラ
ウ
ン
ド

高
山
市
国
府
町
宇
津
江
五
二
九
番
地

国
府
ス
ポ
ー
ツ
公
園

高
山
市
国
府
町
木
曽
垣
内
一
五
〇
番
地

国
府
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
プ
ー
ル

高
山
市
国
府
町
三
日
町
四
五
八
番
地

本
郷
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

高
山
市
上
宝
町
本
郷
三
六
一
二
番
地

奥
飛
騨
村
上
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド

高
山
市
奥
飛�
温
泉
郷
村
上
一
八
四
〇
番
地

奥
飛
騨
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
プ
ー

ル

高
山
市
奥
飛�
温
泉
郷
村
上
一
六
八
九
番
地
三

飛�
高
山
ビ
ッ
グ
ア
リ
ー
ナ

高
山
市
中
山
町
六
〇
〇
番
地

中
山
公
園
野
球
場

高
山
市
山
田
町
六
九
〇
番
地

中
山
公
園
陸
上
競
技
場

高
山
市
山
田
町
六
九
〇
番
地

高
山
市
民
プ
ー
ル

高
山
市
赤
保
木
町
一
六
三
六
番
地
一

高
山
市
相
撲
場

高
山
市
下
林
町
一
〇
一
二
番
地
七

小
鳥
体
育
館

高
山
市
清
見
町
夏
厩
四
四
二
番
地

小
鳥
グ
ラ
ウ
ン
ド

高
山
市
清
見
町
夏
厩
四
四
二
番
地

荘
川
グ
ラ
ウ
ン
ド

高
山
市
荘
川
町
一
色
三
九
七
番
地
一

大
西
体
育
館

高
山
市
久
々
野
町
大
西
四
六
七
番
地

渚
体
育
館

高
山
市
久
々
野
町
渚
七
四
八
番
地

秋
神
グ
ラ
ウ
ン
ド

高
山
市
朝
日
町
桑
之
島
一
四
一
番
地

飛
騨
日
和
田
体
育
館

高
山
市
高
根
町
小
日
和
田
二
番
地
一

高
根
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド

高
山
市
高
根
町
小
日
和
田
二
番
地
一

国
府
芝
生
広
場

高
山
市
国
府
町
木
曽
垣
内
六
五
〇
番
地

多
治
見
市
総
合
体
育
館

多
治
見
市
大
畑
町
二
丁
目
一
五
〇
番
地

多
治
見
市
北
丘
運
動
広
場

多
治
見
市
北
丘
町
七
丁
目
一
三
番
地
の
二

多
治
見
市
脇
之
島
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

多
治
見
市
脇
之
島
四
丁
目
一
〇
番
地

多
治
見
市
市
之
倉
運
動
広
場

多
治
見
市
市
之
倉
町
七
丁
目
一
番
地

多
治
見
市
脇
之
島
運
動
広
場

多
治
見
市
脇
之
島
四
丁
目
一
〇
番
地

多
治
見
市
笠
原
梅
平
運
動
広
場

多
治
見
市
笠
原
町
四
一
六
四
番
地
の
一

多
治
見
市
笠
原
向
島
運
動
広
場

多
治
見
市
笠
原
町
一
六
五
一
番
地
の
一

多
治
見
市
笠
原
向
島
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

多
治
見
市
笠
原
町
一
六
五
一
番
地
の
一

多
治
見
市
笠
原
体
育
館

多
治
見
市
笠
原
町
二
〇
七
二
番
地
の
五

本
郷
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

関
市
本
郷
町
八
八
番
地

板
取
運
動
公
園

関
市
板
取
二
三
四
〇
番
地
二
一

板
取
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

関
市
板
取
一
六
七
八
番
地

武
芸
川
西
グ
ラ
ウ
ン
ド

関
市
武
芸
川
町
谷
口
一
一
一
一
番
地

武
芸
川
南
ふ
れ
あ
い
広
場

関
市
武
芸
川
町
跡
部
一
八
一
〇
番
地

武
芸
川
体
育
館

関
市
武
芸
川
町
小
知
野
七
七
九
番
地
一

中
之
保
グ
ラ
ウ
ン
ド

関
市
中
之
保
二
七
六
〇
番
地

富
之
保
グ
ラ
ウ
ン
ド

関
市
富
之
保
二
九
二
九
番
地
一

下
之
保
グ
ラ
ウ
ン
ド

関
市
下
之
保
三
〇
三
〇
番
地

関
市
総
合
体
育
館

関
市
若
草
通
二
丁
目
一
番
地

関
市
板
取
バ
イ
ク
ト
ラ
イ
ア
ル
テ
ー
マ

館

関
市
板
取
二
三
四
〇
番
地
一
九

中
津
川
市
サ
ン
ラ
イ
フ

中
津
川
市
手
賀
野
一
七
二
番
地
の
一

中
津
川
市
坂
下
プ
ー
ル

中
津
川
市
坂
下
六
八
六
番
地
三

中
津
川
市
付
知
グ
ラ
ウ
ン
ド

中
津
川
市
付
知
町
三
九
七
二
番
地

福
岡
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

中
津
川
市
福
岡
一
番
地
二
一

付
知
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

中
津
川
市
付
知
町
五
六
九
二
番
地

中
津
川
市
加
子
母
ふ
る
さ
と
総
合
体
育

広
場

中
津
川
市
加
子
母
二
七
八
一
番
地
六
七

中
津
川
市
加
子
母
ふ
る
さ
と
第
２
体
育

広
場

中
津
川
市
加
子
母
三
八
八
五
番
地
一

中
津
川
市
坂
下
総
合
体
育
館

中
津
川
市
坂
下
一
五
一
二
番
地
一

中
津
川
市
川
上
運
動
公
園

中
津
川
市
川
上
一
四
三
三
番
地
二

中
津
川
市
北
部
体
育
館

中
津
川
市
千
旦
林
一
五
七
三
番
地
の
四
五

中
津
川
市
椛
の
湖
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド

中
津
川
市
坂
下
五
一
七
八
番
地

中
津
川
市
福
岡
北
運
動
場

中
津
川
市
田
瀬
一
八
二
八
番
地

中
津
川
市
福
岡
西
運
動
場

中
津
川
市
福
岡
二
八
四
七
番
地
二

中
津
川
市
蛭
川
運
動
公
園

中
津
川
市
蛭
川
四
九
〇
三
番
地
一

中
津
川
市
付
知
弓
道
場

中
津
川
市
付
知
町
五
六
八
七
番
地
四

中
津
川
市
福
岡
弓
道
場

中
津
川
市
福
岡
一
番
地
一
五
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中
津
川
市
福
岡
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場

中
津
川
市
福
岡
一
番
地
二
二

中
津
川
市
福
岡
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場

中
津
川
市
高
山
二
一
九
八
番
地
一

中
津
川
市
市
民
運
動
場

中
津
川
市
手
賀
野
一
六
九
番
地
の
一

中
津
川
市
弓
道
場

中
津
川
市
手
賀
野
一
六
九
番
地
の
一

中
津
川
市
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

中
津
川
市
苗
木
四
六
一
〇
番
地
の
二
四

中
津
川
市
民
プ
ー
ル

中
津
川
市
駒
場
一
六
五
八
番
地
の
二
三

中
津
川
市
坂
本
北
運
動
広
場

中
津
川
市
千
旦
林
北
原
地
内

中
津
川
市
加
子
母
ふ
る
さ
と
第
１
体
育

広
場

中
津
川
市
加
子
母
三
八
八
五
番
地
一

中
津
川
市
加
子
母
弓
道
場

中
津
川
市
加
子
母
三
八
八
五
番
地
一

中
津
川
市
蛭
川
ミ
ニ
ゴ
ル
フ
場

中
津
川
市
蛭
川
二
一
九
八
番
地
一

中
津
川
市
蛭
川
ひ
と
つ
ば
た
ご
広
場

中
津
川
市
蛭
川
二
一
八
九
番
地
一

御
手
洗
グ
ラ
ウ
ン
ド

美
濃
市
御
手
洗
八
八
八
番
地
三

大
矢
田
グ
ラ
ウ
ン
ド

美
濃
市
大
矢
田
二
二
五
三
番
地
一

藍
見
グ
ラ
ウ
ン
ド

美
濃
市
横
越
九
五
番
地
一

中
有
知
グ
ラ
ウ
ン
ド

美
濃
市
生
櫛
一
七
〇
二
番
地
二

洲
原
体
育
館

美
濃
市
下
河
和
四
五
一
番
地

大
矢
田
体
育
館

美
濃
市
大
矢
田
九
七
五
番
地
一

和
紙
の
里
ス
ポ
ー
ツ
広
場

美
濃
市
上
野
八
一
三
番
地

下
牧
グ
ラ
ウ
ン
ド

美
濃
市
神
洞
九
二
六
番
地
一

美
濃
市
体
育
館

美
濃
市
曽
代
一
六
六
番
地
一

瑞
浪
市
民
体
育
館

瑞
浪
市
明
世
町
戸
狩
一
九
一
番
地

瑞
浪
市
民
弓
道
場

瑞
浪
市
明
世
町
戸
狩
一
四
三
番
地

瑞
浪
市
民
日
吉
体
育
館

瑞
浪
市
日
吉
町
二
七
二
二
番
地
の
一

瑞
浪
市
民
日
吉
グ
ラ
ウ
ン
ド

瑞
浪
市
日
吉
町
二
六
九
六
番
地

瑞
浪
市
民
競
技
場

瑞
浪
市
明
世
町
戸
狩
一
四
三
番
地

瑞
浪
市
民
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

瑞
浪
市
明
世
町
戸
狩
一
八
九
番
地
の
一

瑞
浪
市
民
野
球
場

瑞
浪
市
明
世
町
戸
狩
一
三
八
番
地

瑞
浪
市
民
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
場

瑞
浪
市
明
世
町
戸
狩
二
〇
五
番
地

樽
の
上
野
球
場

瑞
浪
市
樽
上
町
一
丁
目
四
一
番
地
の
一

狭
間
川
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

瑞
浪
市
松
ヶ
瀬
町
四
丁
目
三
三
番
地

羽
島
市
民
会
館

羽
島
市
福
寿
町
浅
平
三
丁
目
二
五
番
地

羽
島
市
運
動
公
園

羽
島
市
正
木
町
大
浦
六
〇
二
番
地

羽
島
市
柔
剣
道
道
場

羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
六
丁
目
一
六
〇
番
地

羽
島
市
弓
道
場

羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
六
丁
目
一
六
〇
番
地

山
岡
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

恵
那
市
山
岡
町
上
手
向
一
一
六
一
番
地

明
智
グ
ラ
ウ
ン
ド

恵
那
市
明
智
町
七
八
〇
番
地
一

明
智
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

恵
那
市
明
智
町
一
一
三
八
番
地
一

岐
阜
県
ク
リ
ス
タ
ル
パ
ー
ク
恵
那
ス
ケ

ー
ト
場

恵
那
市
武
並
町
竹
折
九
七
〇
番
地
一

ま
き
が
ね
西
体
育
館

恵
那
市
長
島
町
中
野
一
二
六
九
番
地
四
四
〇

美
濃
加
茂
市
東
総
合
運
動
場

美
濃
加
茂
市
本
郷
町
二
丁
目
一
九
一
五
番
地
一

美
濃
加
茂
市
中
央
体
育
館

美
濃
加
茂
市
太
田
町
一
九
一
六
番
地
一

美
濃
加
茂
市
西
体
育
館

美
濃
加
茂
市
西
町
三
丁
目
二
三
二
番
地

美
濃
加
茂
市
下
米
田
グ
ラ
ウ
ン
ド

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
則
光
四
八
〇
番
地

美
濃
加
茂
市
市
橋
グ
ラ
ウ
ン
ド

美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
市
橋
一
四
八
番
地

サ
ン
・
ス
ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド
美
濃
加
茂

美
濃
加
茂
市
山
之
上
町
一
〇
九
〇
番
地

土
岐
市
西
部
体
育
館

土
岐
市
下
石
町
一
〇
一
五
番
地
一

土
岐
市
駄
知
体
育
館

土
岐
市
駄
知
町
一
三
四
〇
番
地
一

土
岐
市
営
大
徳
原
球
場

土
岐
市
泉
町
久
尻
一
三
七
四
番
地

土
岐
市
肥
田
体
育
館

土
岐
市
肥
田
町
肥
田
一
九
六
七
番
地
四

土
岐
市
土
岐
津
体
育
館

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口
一
九
三
二
番
地
三

土
岐
市
営
肥
田
グ
ラ
ウ
ン
ド

土
岐
市
肥
田
町
浅
野
一
〇
七
八
番
地
二
一

土
岐
市
営
鶴
里
グ
ラ
ウ
ン
ド

土
岐
市
鶴
里
町
柿
野
一
三
一
二
番
地
一

土
岐
市
営
曽
木
グ
ラ
ウ
ン
ド

土
岐
市
曽
木
町
一
二
〇
七
番
地
三

土
岐
市
武
道
館

土
岐
市
泉
町
大
富
二
七
一
番
地
一

土
岐
市
ウ
ェ
イ
ト
リ
フ
テ
ィ
ン
グ
練
習

場

土
岐
市
御
幸
町
三
丁
目
二
番
地

土
岐
市
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

土
岐
市
御
幸
町
一
丁
目
四
九
番
地

各
務
原
市
民
球
場

各
務
原
市
須
衛
町
二
丁
目
六
〇
一
番
地

各
務
原
市
飛
鳥
球
場

各
務
原
市
蘇
原
北
山
町
二
丁
目
八
一
番
地

各
務
原
市
総
合
体
育
館

各
務
原
市
那
加
太
平
町
二
丁
目
一
〇
〇
番
地
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各
務
原
市
那
加
地
区
体
育
館

各
務
原
市
那
加
新
加
納
町
二
二
二
五
番
地

各
務
原
市
稲
羽
地
区
体
育
館

各
務
原
市
神
置
町
三
丁
目
三
二
七
番
地

各
務
原
市
鵜
沼
地
区
体
育
館

各
務
原
市
つ
つ
じ
が
丘
四
丁
目
一
三
八
番
地

各
務
原
市
鵜
沼
西
地
区
体
育
館

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町
六
丁
目
七
番
地

各
務
原
市
蘇
原
地
区
体
育
館

各
務
原
市
蘇
原
古
市
場
五
丁
目
二
番
地

各
務
原
市
民
プ
ー
ル

各
務
原
市
鵜
沼
小
伊
木
町
四
丁
目
三
〇
〇
番
地

各
務
原
市
弓
道
場

各
務
原
市
鵜
沼
三
ッ
池
町
五
丁
目
二
二
八
番
地

各
務
原
市
総
合
運
動
公
園

各
務
原
市
下
中
屋
町
九
七
四
番
地

各
務
原
市
勤
労
者
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド

各
務
原
市
須
衛
町
二
丁
目
六
〇
〇
番
地

各
務
原
市
川
島
ス
ポ
ー
ツ
公
園

各
務
原
市
川
島
小
網
町
二
一
四
六
番
地
一

各
務
原
市
ホ
ッ
ケ
ー
場

各
務
原
市
下
切
町
六
丁
目
一
番
地
一

各
務
原
市
ス
ポ
ー
ツ
広
場

各
務
原
市
各
務
山
の
前
町
一
丁
目
四
七
番
地
一

各
務
原
市
川
島
小
網
堤
外
グ
ラ
ウ
ン
ド

各
務
原
市
川
島
小
網
町
標
場
東
二
一
四
四
番
一
地
先

坊
主
山
市
民
グ
ラ
ウ
ン
ド

可
児
市
兼
山
一
四
〇
〇
番
地
一

可
児
市
運
動
公
園

可
児
市
坂
戸
九
八
七
番
地
一

広
見
市
民
グ
ラ
ウ
ン
ド

可
児
市
石
井
二
二
七
番
地
二

塩
河
市
民
グ
ラ
ウ
ン
ド

可
児
市
塩
河
六
〇
〇
番
地

姫
治
市
民
グ
ラ
ウ
ン
ド

可
児
市
下
切
一
五
三
〇
番
地

山
県
市
高
富
体
育
館

山
県
市
佐
賀
五
八
八
番
地
二

山
県
市
大
桜
グ
ラ
ウ
ン
ド

山
県
市
大
桑
二
七
三
一
番
地
一

山
県
市
総
合
運
動
場

山
県
市
高
木
一
六
七
五
番
地

山
県
市
佐
賀
広
場

山
県
市
佐
賀
一
五
八
番
地

山
県
市
梅
原
ス
ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド

山
県
市
梅
原
二
六
四
五
番
地
一

山
県
市
伊
自
良
総
合
運
動
公
園

山
県
市
洞
田
一
二
七
番
地
六
七

山
県
市
美
山
総
合
運
動
場

山
県
市
田
栗
八
九
九
番
地

山
県
市
葛
原
運
動
場

山
県
市
葛
原
四
四
九
三
番
地
三

山
県
市
葛
原
体
育
館

山
県
市
葛
原
四
四
九
三
番
地
三

山
県
市
み
や
ま
ジ
ョ
イ
フ
ル
倶
楽
部

山
県
市
笹
賀
一
九
七
番
地

山
県
市
美
山
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

山
県
市
谷
合
一
〇
三
八
番
地

山
県
市
美
山
プ
ー
ル

山
県
市
葛
原
四
四
九
三
番
地
三

山
県
市
谷
合
運
動
場

山
県
市
谷
合
一
〇
二
九
番
地

富
波
運
動
場
・
富
波
体
育
館

山
県
市
富
永
四
九
五
番
地

瑞
穂
市
穂
積
グ
ラ
ウ
ン
ド

瑞
穂
市
稲
里
四
五
二
番
地
一

瑞
穂
市
穂
積
第
二
グ
ラ
ウ
ン
ド

瑞
穂
市
稲
里
六
〇
七
番
地
一

瑞
穂
市
体
育
館

瑞
穂
市
別
府
一
三
〇
〇
番
地
三

瑞
穂
市
弓
道
場

瑞
穂
市
生
津
天
王
町
二
丁
目
一
〇
六
番
地

瑞
穂
市
糸
貫
川
グ
ラ
ウ
ン
ド

瑞
穂
市
生
津
一
二
五
二
番
地

瑞
穂
市
糸
貫
川
運
動
公
園

瑞
穂
市
本
田
一
九
四
〇
番
地

瑞
穂
市
五
六
川
グ
ラ
ウ
ン
ド

瑞
穂
市
野
田
新
田
四
三
二
〇
番
地

瑞
穂
市
巣
南
グ
ラ
ウ
ン
ド

瑞
穂
市
宮
田
三
〇
〇
番
地
二

瑞
穂
市
生
津
ス
ポ
ー
ツ
広
場

瑞
穂
市
生
津
二
二
三
番
地
一

瑞
穂
市
中
ふ
れ
あ
い
広
場

瑞
穂
市
美
江
寺
二
七
六
番
地

瑞
穂
市
西
ふ
れ
あ
い
広
場

瑞
穂
市
居
倉
一
七
五
番
地

瑞
穂
市
南
ふ
れ
あ
い
広
場

瑞
穂
市
古
橋
一
四
六
六
番
地

市
営
旭
ヶ
丘
プ
ー
ル

飛�
市
神
岡
町
殿
一
〇
五
二
番
地
四

市
営
河
合
プ
ー
ル

飛�
市
河
合
町
角
川
九
一
番
地

市
営
宮
川
プ
ー
ル

飛�
市
宮
川
町
西
忍
一
〇
〇
八
番
地

本
巣
総
合
運
動
場

本
巣
市
文
殊
五
〇
番
地
一

本
巣
神
海
運
動
場

本
巣
市
神
海
一
二
九
九
番
地
五

本
巣
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

本
巣
市
文
殊
一
四
八
番
地
三

本
巣
多
目
的
広
場

本
巣
市
文
殊
三
二
六
番
地

本
巣
市
民
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

本
巣
市
長
屋
二
六
二
番
地

し
ん
せ
い
運
動
広
場

本
巣
市
国
領
一
七
三
番
地

本
巣
体
育
セ
ン
タ
ー

本
巣
市
文
殊
三
二
四
番
地

糸
貫
根
尾
川
ス
ポ
ー
ツ
広
場

本
巣
市
屋
井
一
一
九
五
番
地
一
地
先

糸
貫
体
育
セ
ン
タ
ー

本
巣
市
三
橋
一
一
〇
一
番
地
六

真
正
グ
ラ
ウ
ン
ド

本
巣
市
軽
海
一
八
一
番
地
二

真
正
体
育
セ
ン
タ
ー

本
巣
市
軽
海
七
二
五
番
地
一

真
正
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

本
巣
市
軽
海
四
二
五
番
地

真
正
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

本
巣
市
小
柿
三
六
八
番
地
三

真
正
多
目
的
広
場

本
巣
市
政
田
三
八
七
番
地
三

早
野
多
目
的
広
場

本
巣
市
早
野
一
六
九
番
地
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郡
上
八
幡
総
合
運
動
場

郡
上
市
八
幡
町
旭
一
五
一
四
番
地
二

郡
上
八
幡
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

郡
上
市
八
幡
町
小
野
八
丁
目
五
番
地
一

白
鳥
体
育
館

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
一
〇
六
七
番
地
二

美
並
総
合
体
育
館

郡
上
市
美
並
町
白
山
四
三
〇
番
地
三
一

明
宝
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

郡
上
市
明
宝
気
良
五
三
番
地

和
良
総
合
グ
ラ
ン
ド

郡
上
市
和
良
町
沢
六
六
八
番
地

五
町
社
会
体
育
施
設

郡
上
市
八
幡
町
五
町
四
丁
目
一
番
地
三

那
比
社
会
体
育
施
設

郡
上
市
八
幡
町
那
比
三
〇
六
八
番
地

大
和
上
栗
巣
体
育
館

郡
上
市
大
和
町
栗
巣
一
九
三
九
番
地
三

大
和
神
路
体
育
館

郡
上
市
大
和
町
神
路
七
八
四
番
地

大
和
大
間
見
体
育
館

郡
上
市
大
和
町
大
間
見
一
五
七
二
番
地

大
和
東
弥
体
育
館

郡
上
市
大
和
町
大
間
見
三
〇
四
番
地

白
鳥
格
技
場

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
一
〇
六
七
番
地
二

北
濃
地
区
第
二
体
育
館

郡
上
市
白
鳥
町
歩
岐
島
三
五
三
番
地
一

牛
道
地
区
第
一
体
育
館

郡
上
市
白
鳥
町
阿
多
岐
一
九
四
〇
番
地
一

牛
道
地
区
第
二
体
育
館

郡
上
市
白
鳥
町
六
ノ
里
一
六
六
九
番
地
一

為
真
農
村
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

郡
上
市
白
鳥
町
為
真
二
七
五
番
地
八
四

高
鷲
西
洞
体
育
館

郡
上
市
高
鷲
町
西
洞
三
二
一
五
番
地
三

高
鷲
上
野
ふ
れ
あ
い
体
育
館

郡
上
市
高
鷲
町
鷲
見
二
六
一
六
番
地
一

美
並
南
部
体
育
館

郡
上
市
美
並
町
大
原
一
一
一
一
番
地
一

美
並
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー

郡
上
市
美
並
町
三
戸
一
〇
五
九
番
地
一

明
宝
土
間
付
体
育
館

郡
上
市
明
宝
二
間
手
二
九
六
番
地

郡
上
八
幡
小
那
比
山
村
広
場

郡
上
市
八
幡
町
小
那
比
六
二
七
〇
番
地
二

古
今
伝
授
の
里
運
動
公
園

郡
上
市
大
和
町
島
四
四
五
〇
番
地

高
鷲
叺
高
原
ス
ポ
ー
ツ
広
場

郡
上
市
高
鷲
町
西
洞
三
〇
八
八
番
地
一

高
鷲
西
洞
運
動
広
場

郡
上
市
高
鷲
町
西
洞
三
二
一
五
番
地
三

高
鷲
上
野
運
動
広
場

郡
上
市
高
鷲
町
鷲
見
五
〇
五
三
番
地
一

高
鷲
切
立
運
動
広
場

郡
上
市
高
鷲
町
鮎
立
四
三
一
八
番
地

ま
ん
真
ん
中
広
場

郡
上
市
美
並
町
白
山
四
三
七
番
地

美
並
南
部
グ
ラ
ウ
ン
ド

郡
上
市
美
並
町
大
原
一
〇
七
四
番
地
一

和
良
安
郷
野
グ
ラ
ウ
ン
ド

郡
上
市
和
良
町
安
郷
野
四
七
八
番
地
四
〇

あ
さ
ぎ
り
ス
ポ
ー
ツ
公
園

下
呂
市
萩
原
町
羽
根
一
六
九
六
番
地
の
一

下
呂
市
萩
原
南
部
体
育
広
場

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田
一
五
二
番
地

下
呂
市
萩
原
南
部
体
育
館

下
呂
市
萩
原
町
西
上
田
六
五
三
番
地
一

下
呂
市
萩
原
北
部
憩
い
の
広
場

下
呂
市
萩
原
町
山
之
口
七
四
八
番
地
一

下
呂
市
萩
原
山
之
口
体
育
館

下
呂
市
萩
原
町
山
之
口
一
〇
三
四
番
地

下
呂
市
萩
原
宮
田
体
育
館

下
呂
市
萩
原
町
宮
田
一
三
三
〇
番
地
一

下
呂
市
小
坂
体
育
館

下
呂
市
小
坂
町
長
瀬
三
九
七
番
地

下
呂
市
小
坂
ふ
れ
あ
い
グ
ラ
ウ
ン
ド

下
呂
市
小
坂
町
長
瀬
一
〇
六
四
番
地

下
呂
市
小
坂
き
こ
ち
ゃ
ん
ス
タ
ジ
ア
ム

下
呂
市
小
坂
町
長
瀬
一
一
二
七
番
地

加
子
母
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

下
呂
市
御
厩
野
三
〇
一
五
番
地
一
〇
二

下
呂
市
下
呂
体
育
館

下
呂
市
森
五
三
九
番
地

下
呂
市
下
呂
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

下
呂
市
森
五
四
七
番
地
一

下
呂
上
ケ
平
サ
ン
ビ
レ
ッ
ジ

下
呂
市
森
二
二
七
〇
番
地

下
呂
市
下
呂
湯
之
島
グ
ラ
ウ
ン
ド

下
呂
市
湯
之
島
九
七
番
地
一

下
呂
市
下
呂
和
佐
グ
ラ
ウ
ン
ド

下
呂
市
和
佐
二
三
九
四
番
地

下
呂
市
下
呂
上
原
グ
ラ
ウ
ン
ド

下
呂
市
門
和
佐
三
九
四
三
番
地
一

下
呂
市
金
山
東
グ
ラ
ウ
ン
ド

下
呂
市
金
山
町
岩
瀬
一
一
一
七
番
地

金
山
リ
バ
ー
サ
イ
ド
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

下
呂
市
金
山
町
金
山
九
一
一
番
地
一

金
山
リ
バ
ー
サ
イ
ド
ス
タ
ジ
ア
ム

下
呂
市
金
山
町
金
山
九
一
一
番
地
一

下
呂
市
金
山
グ
ラ
ウ
ン
ド

下
呂
市
金
山
町
金
山
二
一
九
五
番
地

下
呂
市
金
山
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

下
呂
市
金
山
町
金
山
二
八
八
七
番
地

下
呂
市
馬
瀬
武
道
館

下
呂
市
馬
瀬
中
切
一
八
四
三
番
地

下
呂
市
馬
瀬
神
原
ふ
れ
あ
い
の
広
場

下
呂
市
馬
瀬
数
河
一
二
六
二
番
地
二

下
呂
市
馬
瀬
数
河
ミ
ニ
運
動
広
場

下
呂
市
馬
瀬
数
河
一
二
八
〇
番
地

下
呂
市
馬
瀬
栃
尾
ふ
れ
あ
い
の
広
場

下
呂
市
馬
瀬
惣
島
七
八
九
番
地

下
呂
市
馬
瀬
憩
い
の
広
場

下
呂
市
馬
瀬
惣
島
一
七
〇
〇
番
地

中
津
川
市
舞
台
峠
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

下
呂
市
御
厩
野
三
〇
一
五
番
地
一

舞
台
峠
ド
ー
ム

下
呂
市
御
厩
野
三
〇
一
五
番
地
六
六

海
津
市
海
津
グ
ラ
ウ
ン
ド

海
津
市
海
津
町
高
須
五
一
五
番
地

海
津
市
海
津
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

海
津
市
海
津
町
高
須
五
一
五
番
地

海
津
市
武
道
館

海
津
市
海
津
町
高
須
五
一
五
番
地
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海
津
市
柔
道
場

海
津
市
海
津
町
高
須
五
六
四
番
地
一

海
津
市
市
民
プ
ー
ル

海
津
市
海
津
町
萱
野
二
〇
四
番
地
一

海
津
市
平
田
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

海
津
市
平
田
町
今
尾
五
〇
〇
番
地

海
津
市
平
田
グ
ラ
ウ
ン
ド

海
津
市
平
田
町
今
尾
五
〇
〇
番
地

海
津
市
平
田
体
育
館

海
津
市
平
田
町
今
尾
五
〇
三
番
地

海
津
市
平
田
蛇
池
体
育
館

海
津
市
平
田
町
蛇
池
一
一
七
番
地

海
津
市
平
田
三
郷
体
育
館

海
津
市
平
田
町
三
郷
一
二
四
一
番
地

海
津
市
平
田
高
田
体
育
館

海
津
市
平
田
町
高
田
六
七
九
番
地

海
津
市
南
濃
体
育
館

海
津
市
南
濃
町
駒
野
奥
条
入
会
地
九
九
番
地
二

海
津
市
南
濃
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

海
津
市
南
濃
町
駒
野
奥
条
入
会
地
九
九
番
地
二

海
津
市
南
濃
南
部
グ
ラ
ウ
ン
ド

海
津
市
南
濃
町
田
鶴
七
〇
六
番
地

海
津
市
南
濃
南
部
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

海
津
市
南
濃
町
田
鶴
七
〇
六
番
地

海
津
市
南
濃
グ
ラ
ウ
ン
ド

海
津
市
南
濃
町
駒
野
奥
条
入
会
地
九
九
番
地
二

海
津
市
養
南
グ
ラ
ウ
ン
ド

海
津
市
南
濃
町
津
屋
一
九
三
五
番
地
一

海
津
市
平
田
脇
野
体
育
館

海
津
市
平
田
町
脇
野
二
九
一
番
地

海
津
市
平
田
勝
賀
体
育
館

海
津
市
平
田
町
勝
賀
一
二
九
三
番
地

海
津
市
南
濃
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
場

海
津
市
南
濃
町
羽
沢
無
番
地

岐
南
町
多
目
的
広
場

羽
島
郡
岐
南
町
平
成
七
丁
目
四
七
番
地

厚
八
運
動
場

羽
島
郡
岐
南
町
み
や
ま
ち
一
丁
目
九
一
番
地

羽
栗
社
会
教
育
施
設

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
七
丁
目
九
六
番
地

笠
松
町
民
運
動
場

羽
島
郡
笠
松
町
長
池
五
七
三
番
地
一

岐
南
町
町
民
運
動
場

羽
島
郡
笠
松
町
米
野
字
堤
外
一
一
八
三
番
地

笠
松
町
民
江
川
運
動
場

羽
島
郡
笠
松
町
江
川
堤
外

笠
松
町
民
米
野
運
動
場

羽
島
郡
笠
松
町
米
野
堤
外

笠
松
町
多
目
的
運
動
場

羽
島
郡
笠
松
町
江
川
堤
外

笠
松
町
ス
ポ
ー
ツ
交
流
館

羽
島
郡
笠
松
町
江
川
一
一
六
番
地

笠
松
町
勤
労
青
少
年
運
動
場

羽
島
郡
笠
松
町
無
動
寺
堤
外

笠
松
町
南
体
育
館

羽
島
郡
笠
松
町
長
池
六
四
二
番
地

笠
松
町
民
体
育
館

羽
島
郡
笠
松
町
常
盤
町
六
番
地

養
老
町
勤
労
者
青
少
年
運
動
場

養
老
郡
養
老
町
五
日
市
字
大
畝
町
地
先

養
老
町
営
笠
郷
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

養
老
郡
養
老
町
船
附
一
一
四
九
番
地
三

東
部
町
民
体
育
館

養
老
郡
養
老
町
下
笠
二
七
五
一
番
地

養
老
町
ス
マ
イ
ル
グ
ラ
ウ
ン
ド

養
老
郡
養
老
町
五
日
市
三
〇
〇
番
地

ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
養
老

養
老
郡
養
老
町
高
田
二
八
六
二
番
地

グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
養
老
運
動
場

養
老
郡
養
老
町
小
倉
五
四
四
番
地
一

垂
井
町
南
体
育
館

不
破
郡
垂
井
町
表
佐
一
四
九
八
番
地
一

垂
井
町
北
部
グ
ラ
ウ
ン
ド

不
破
郡
垂
井
町
大
石
二
〇
八
番
地

西
田
運
動
広
場

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
関
ケ
原
二
三
六
八
番
地
一

関
ケ
原
町
民
体
育
館

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
関
ケ
原
二
六
八
二
番
地
二

関
ケ
原
町
民
プ
ー
ル

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
関
ケ
原
三
四
四
一
番
地
一
〇

関
ケ
原
町
今
須
運
動
広
場

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
今
須
一
六
一
番
地

神
戸
町
民
体
育
館

安
八
郡
神
戸
町
大
字
神
戸
一
二
〇
二
番
地

西
座
倉
ス
ポ
ー
ツ
公
園

安
八
郡
神
戸
町
大
字
西
座
倉
一
五
一
番
地
一

下
宮
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

安
八
郡
神
戸
町
大
字
下
宮
一
八
四
一
番
地
一

ご
う
ど
中
央
ス
ポ
ー
ツ
公
園

安
八
郡
神
戸
町
大
字
瀬
古
三
四
八
番
地
一

輪
之
内
町
総
合
施
設

安
八
郡
輪
之
内
町
中
郷
新
田
一
四
九
五
番
地

輪
之
内
体
育
セ
ン
タ
ー

安
八
郡
輪
之
内
町
四
郷
二
四
五
七
番
地
一

輪
之
内
町
民
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

安
八
郡
輪
之
内
町
四
郷
二
五
八
三
番
地
一

総
合
体
育
館

安
八
郡
安
八
町
大
野
三
四
三
番
地

総
合
運
動
公
園
野
球
場

安
八
郡
安
八
町
大
野
二
九
八
番
地

総
合
運
動
公
園
サ
ッ
カ
ー
場

安
八
郡
安
八
町
大
野
三
五
〇
番
地

安
八
町
北
部
公
園
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド

安
八
郡
安
八
町
東
結
一
五
六
五
番
地

安
八
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

安
八
郡
安
八
町
大
野
三
二
四
番
地

揖
斐
川
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
極
楽
寺
一
二
四
番
地

揖
斐
川
プ
ー
ル

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
南
方
八
五
三
番
地
六
四

谷
汲
総
合
運
動
場

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
深
坂
二
八
五
六
番
地

谷
汲
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
名
礼
一
四
一
番
地

久
瀬
山
村
広
場

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
西
津
汲
一
五
六
九
番
地

坂
内
運
動
場

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
広
瀬
六
二
五
四
番
地

坂
内
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
広
瀬
二
九
〇
番
地

揖
斐
川
健
康
広
場

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
南
方
八
五
三
番
地
四
九

大
野
町
民
体
育
館

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野
二
二
七
八
番
地
一
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一
般
国
道

道
路
の
種
類

四
百
十
七

号 路
線
名

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
鶴
見
字
荒

谷
三
二
番
六
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
大

津
瀬
四
番
七
一
地
先
ま
で

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
鶴
見
字
西

島
八
四
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

三
七
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜���･� �･�〜��･� �･�〜���･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

大
野
町
民
武
道
館

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野
九
二
五
番
地

大
野
町
民
第
二
運
動
場

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
公
郷
揖
斐
川
左
岸
河
川
敷

大
野
町
民
根
尾
川
庭
球
場

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
上
秋
根
尾
川
右
岸
河
川
敷

大
野
町
民
東
運
動
場

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野
二
二
六
七
番
地
四

大
野
町
民
東
庭
球
場

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野
二
二
六
四
番
地
八

大
野
揖
斐
川
パ
ー
ク

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
公
郷
揖
斐
川
左
岸
河
川
敷

大
野
町
運
動
公
園

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
野
八
六
〇
番
地

屋
内
温
水
プ
ー
ル
ゆ
〜
み
ん
ぐ

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
下
座
倉
一
四
五
一
番
地
三

池
田
町
北
部
多
目
的
広
場

揖
斐
郡
池
田
町
田
中
八
番
地
一

広
域
グ
ラ
ン
ド

揖
斐
郡
池
田
町
杉
野
揖
斐
川
河
川
敷
内

北
方
町
総
合
体
育
館

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
石
末
一
丁
目
九
番
地

坂
祝
町
民
運
動
場

加
茂
郡
坂
祝
町
取
組
三
五
番
地
四

岐
阜
県
川
辺
漕
艇
場

加
茂
郡
川
辺
町
中
川
辺
一
六
七
五
番
地
三

Ｂ
＆
Ｇ
川
辺
海
洋
セ
ン
タ
ー

加
茂
郡
川
辺
町
比
久
見
七
二
五
番
地
五

切
井
体
育
館

加
茂
郡
白
川
町
切
井
一
一
六
七
番
地
二

三
川
ド
ー
ム

加
茂
郡
白
川
町
三
川
二
〇
六
五
番
地
二

清
流
国
体
記
念
運
動
公
園

大
野
台
パ

ー
ク

加
茂
郡
白
川
町
河
岐
一
四
八
〇
番
地

東
白
川
総
合
グ
ラ
ン
ド

加
茂
郡
東
白
川
村
神
土
五
〇
一
番
地

御
嵩
町
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

可
児
郡
御
嵩
町
中
二
七
七
七
番
地
二
八

顔
戸
グ
ラ
ン
ド

可
児
郡
御
嵩
町
顔
戸
八
二
〇
番
地
六
〇

伏
見
グ
ラ
ン
ド

可
児
郡
御
嵩
町
伏
見
七
五
一
番
地
一

白
山
多
目
的
グ
ラ
ン
ド

可
児
郡
御
嵩
町
中
二
〇
五
九
番
地
二

南
山
公
園
野
球
場

可
児
郡
御
嵩
町
中
二
七
七
七
番
地
四

南
山
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

可
児
郡
御
嵩
町
中
二
七
七
七
番
地
四

中
島
総
合
グ
ラ
ン
ド

大
野
郡
白
川
村
長
瀬
七
五
五
番
地
の
一

白
川
村
農
林
漁
家
活
動
促
進
施
設

大
野
郡
白
川
村
鳩
谷
五
七
五
番
地
の
一

岐
阜
県
告
示
第
七
百
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

企

業

告

示

岐
阜
県
企
業
告
示
第
一
号

地
方
公
営
企
業
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号)

第
二
十
七
条
た
だ
し
書
並
び
に
地
方

公
営
企
業
法
施
行
令(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号)

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
岐
阜
県
公
営
企
業
の
業
務
に
係
る
公
金
の
出
納
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
わ
せ
る
出
納
取

扱
金
融
機
関
を
株
式
会
社
大
垣
共
立
銀
行
に
指
定
す
る
。

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ

の
効
力
を
失
う
。

岐
阜
県
公
営
企
業
出
納
取
扱
金
融
機
関
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

平
成
八
年
岐
阜
県
企
業
告
示
第
二
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ア
ロ
マ
島
薬
局

い
る
か
調
剤
薬
局
蘇
原
東

島
店 名

称

医
療
法
人
愛
佑
会

安
田
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク 名

称

美
濃
加
茂
市
田
島
町
四
丁
目

八
番
地
六 所

在

地

関
市
西
本
郷
通
一
の
二
の
三

各
務
原
市
蘇
原
東
島
町
三
の
一
六
三

の
四

所

在

地
内
科

自
立
支
援
医

療
を
担
当
す

る
診
療
科
名

同
上

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

平
成
��･��･� 平

成
��･��･� 指

定

年
月
日

平
成
��･��･� 指

定

年
月
日

フ
ァ
ー
コ
ス
薬
局
東
神
田

フ
ァ
ー
コ
ス
薬
局
ひ
ば
り

名

称

不
破
郡
垂
井
町
東
神
田
二
の
二
三
の

二 不
破
郡
垂
井
町
杢
録
二
二
一
〇
の
四

五

所

在

地

同
上

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同
上

平
成
��･��･� 変

更

年
月
日

号)
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

病
院
又
は
診
療
所)

(

薬
局)

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

○
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
及
び
駐
車
監
視
員
資
格
同
等
認
定
審
査
の
実
施

道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
五
十
一
条
の
十
三
第

一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
及
び
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
駐
車
監
視
員
資

格
同
等
認
定
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
五
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

石

井

成

一

一

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習

１

講
習
の
期
日
及
び
時
間

一�
第
一
日

平
成
二
十
八
年
二
月
一
日(

月)

受
付
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で
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講
習
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
四
十
分
ま
で

二�
第
二
日

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日(

火)
受
付
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で

講
習
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
四
十
分
ま
で

三�
第
三
日(
修
了
考
査)

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日(

月)

受
付
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で

考
査
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
前
十
時
ま
で

２

講
習
の
場
所

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
警
察
本
部
二
階
２
Ａ
会
議
室

３

受
講
定
員

三
十
人

４

受
講
申
込
受
付
期
間

平
成
二
十
八
年
一
月
四
日(

月)

か
ら
一
月
十
五
日(
金)

ま
で(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝

日
を
除
く
。)

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

５

受
講
申
込
先

岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
又
は
県
内
の
各
警
察
署
交
通
課

６

提
出
書
類
等

一�
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書(

以
下｢

受
講
申
込
書｣

と
い
う
。)

二�
受
講
申
込
書
に
貼
付
す
る
写
真
一
枚(

受
講
申
込
み
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、

上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
も
の)

三�
収
入
証
紙
納
付
書

７

講
習
手
数
料

二
〇
、
〇
〇
〇
円(

岐
阜
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
入)

８

受
講
申
込
方
法

一�
岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
又
は
県
内
各
警
察
署
交
通
課
に
て
受
講
申
込
書
及
び

収
入
証
紙
納
付
書
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
受
講
申
込
書
等
は
、
岐
阜
県
警
察
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

岐
阜
県
警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.pref.gifu.lg.jp/police/

二�
受
講
申
込
書
に
写
真
を
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。

三�
収
入
証
紙
納
付
書
に
二
〇
、
〇
〇
〇
円
分
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
貼
付
し
て
く
だ
さ
い(

消

印
し
な
い
こ
と
。)

。

四�
受
講
申
込
書
及
び
収
入
証
紙
納
付
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
５
の
受
講
申
込
先
に
受
講
者

本
人
が
直
接
持
参
し
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

五�
申
込
み
の
際
、
受
講
者
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
身
分
証
明
書(

運
転
免
許
証
、
パ

ス
ポ
ー
ト
等
の
顔
写
真
入
り
の
公
的
証
明
書)

を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

９

そ
の
他

一�
８
四�
以
外
の
方
法
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

二�
一
旦
納
入
し
た
講
習
手
数
料
は
、
還
付
し
ま
せ
ん
。

三�
受
講
申
込
者
数
が
定
員
に
達
し
た
場
合
、
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

四�
講
習
及
び
修
了
考
査
と
も
に
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
票
及
び
筆
記
用
具
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
修
了
考
査
日
に
は
、
認
印
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

五�
二
日
間(

十
四
時
間)

の
講
習
を
受
講
後
、
修
了
考
査(

一
時
間)

に
合
格
し
た
者
に
対
し

て
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。

二

駐
車
監
視
員
資
格
同
等
認
定
審
査

１

認
定
考
査
の
期
日
及
び
時
間

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日(

月)

受
付
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
五
十
分
ま
で

考
査
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
前
十
時
ま
で

２

認
定
考
査
の
場
所

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
警
察
本
部
二
階
２
Ａ
会
議
室

３

認
定
考
査
受
検
資
格

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

一�
道
路
交
通
関
係
法
令
の
規
定
の
違
反
の
取
締
り
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し

て
三
年
以
上
で
あ
る
者

二�
確
認
事
務
に
お
け
る
管
理
的
又
は
監
督
的
地
位
に
あ
っ
た
期
間
が
通
算
し
て
五
年
以
上
で
あ

る
者

三�
一�
又
は
二�
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
経
歴
を
有
す
る
者

４

申
請
受
付
期
間
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平
成
二
十
八
年
一
月
四
日(

月)

か
ら
一
月
十
五
日(

金)

ま
で(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝

日
を
除
く
。)

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

５

申
請
先

岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
又
は
県
内
の
各
警
察
署
交
通
課

６

提
出
書
類
等

一�
認
定
申
請
書

二�
認
定
申
請
書
に
貼
付
す
る
写
真
一
枚(

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三

分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
も
の)

三�
３
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

四�
収
入
証
紙
納
付
書

７

認
定
手
数
料

四
、
五
〇
〇
円(

岐
阜
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
入)

８

申
請
方
法

一�
岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
又
は
県
内
各
警
察
署
交
通
課
に
て
認
定
申
請
書
及
び

収
入
証
紙
納
付
書
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
認
定
申
請
書
等
は
、
岐
阜
県
警
察
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

岐
阜
県
警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.pref.gifu.lg.jp/police/

二�
認
定
申
請
書
に
写
真
を
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。

三�
収
入
証
紙
納
付
書
に
四
、
五
〇
〇
円
分
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
貼
付
し
て
く
だ
さ
い(

消
印

し
な
い
こ
と
。)

。

四�
認
定
申
請
書
及
び
収
入
証
紙
納
付
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
５
の
申
請
先
に
申
請
者
本
人

が
直
接
持
参
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

五�
申
請
の
際
、
申
請
者
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
身
分
証
明
書(

運
転
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
等
の
顔
写
真
入
り
の
公
的
証
明
書)

を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

９

そ
の
他

一�
８
四�
以
外
の
方
法
に
よ
る
申
請
は
、
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

二�
一
旦
納
入
し
た
認
定
手
数
料
は
、
還
付
し
ま
せ
ん
。

三�
認
定
考
査
に
は
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
認
定
考
査
受
検
票
、
筆
記
用
具
及
び
認
印
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

四�
認
定
考
査
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
認
定
書
を
交
付
し
ま
す
。

三

注
意
事
項

１

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
又
は
認
定
書
の
交
付
を
受
け
た
者
の
う
ち
法
第
五
十
一

条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別

途
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
申
請
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

２

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
又
は
認
定
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
駐
車

監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
申
請
の
際
、
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
欠
格

事
由
に
該
当
す
る
場
合
は
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

３

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
も
、
法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確

認
事
務
の
委
託
を
受
け
た
法
人
に
属
さ
な
い
限
り
、
駐
車
監
視
員
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

四

講
習
及
び
審
査
に
関
す
る
問
合
せ
先

岐
阜
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課

電
話
〇
五
八
―
二
七
一
―
二
四
二
四

内
線
五
一
二
四
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